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lま

じ

め

中
国
史
上
に
現
れ
た
幾
代
も
の
王
朝
に
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
多
く
の
王
朝
が
「
多
民
族
複
合
国
家
」
と
し
て
の
側
面
を
有
し
て
い
る

と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
多
民
族
複
合
国
家
」
と
い
う
概
念
規
定
の
指
針
は
い
く
つ
か
が
想
定
さ
れ
よ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
王
朝
が

支
配
領
域
内
の
居
住
民
を
把
握
す
る
の
に
、
居
住
民
の
生
活
文
化
の
相
達
を
考
慮
し
て
複
数
の
把
握
形
態
に
よ
っ
て
領
域
内
を
統
治
す
る
園
家

を
指
す
。
こ
の
よ
う
な
統
治
方
法
の
相
違
性
に
は
、
そ
の
固
家
の
性
格
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
こ
に
は
、
そ
う
し
た
統
治

封
象
が
現
在
の
中
華
人
民
共
和
国
の
公
式
見
解
と
し
て
示
さ
れ
る
五
五
種
の
少
数
民
族
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
等
々
、
重
要
な
問
題
が

潜
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
う
し
た
関
心
か
ら
、
先
に
私
は
、
唐
代
行
政
法
の
課
税
規
定
で
あ
る
「
賦
役
令
」
の
う
ち
、
漢
族
(
こ
こ
で
は
租
・
調
・
役
負
捨
の
か
か
る

2 

百
姓
の
形
態
を
指
す
)
以
外
を
封
象
と
し
た
と
思
わ
れ
る
候
文
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
形
態
の
種
族
を
封
象
と
し
た
も
の
な
の
か

を
考
察
し
た
(
以
下
、
本
稿
で
は
「
奮
稿
」
と
稽
(
h
y
唐
代
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
出
土
遺
物
な
ど
か
ら
外
来
丈
化
の
影
響
が
強
い
と
さ
れ
る
唐

は
、
多
民
族
統
治
王
朝
の
一
つ
の
モ
デ
ル
に
な
り
得
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
行
政
法
を
分
析
し
た
の
は
、
唐
代
に
は
民
衆
の
姿
を
浮

か
ぴ
上
が
ら
せ
る
史
料
に
乏
し
く
、
政
府
側
の
統
治
規
定
が
一
つ
の
有
放
な
分
析
材
料
に
な
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
筆
者
が
奮
稿
を
草
し
た
こ
ろ
、
散
逸
し
た
唐
令
を
分
析
す
る
に
は
、
附
晶
子
界
で
は
『
唐
令
拾
遺
』
お
よ
び
『
拾
遺
』
刊
行
後
の
唐

(
2
)
 

令
補
足
研
究
に
依
擦
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
『
唐
令
拾
遺
補
』
は
ま
だ
刊
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
奮
稿
で
取
り
上
げ
た

賦
役
令
僚
丈
も
『
唐
令
拾
遺
』
記
載
の
篠
丈
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

一
九
九
八
年
に
上
海
師
範
大
向
学
教
授
、
戴
建
園
氏
に

よ
っ
て
、
街
江
省
寧
波
の
天
一
閣
に
所
古
概
さ
れ
る
明
抄
本
『
官
品
令
』
が
賓
は
北
宋
・
仁
宗
期
の

(
3
)
 

れ
、
二

O
O
六
年
に
は
中
園
枇
曾
科
皐
院
歴
史
研
究
所
の
研
究
員
の
努
力
に
よ
っ
て
、
同
抄
本
の
影
印
版
と
校
録
本
・
清
本
・
唐
令
復
原
研
究

(
4
)
 

が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
以
前
に
は
望
む
べ
く
も
な
か
っ
た
唐
令
原
丈
の
一
部
を
見
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ

『
天
聖
令
』
の
一
部
で
あ
る
こ
と
が
公
表
さ



る
天
一
閤
奮
戴
『
天
聖
令
』
に
は
、
田
令
・
賦
(
役
)
令
・
倉
庫
令
・
厩
牧
令
・
闘
市
令
・
捕
亡
令
・
醤
疾
令
・
仮
寧
令
・
獄
官
令
・
替
繕
令
・

喪
葬
令
(
附
、
喪
服
年
月
)
・
雑
令
が
牧
録
さ
れ
る
。
各
篇
目
内
は
、
「
諸
」
字
で
書
き
始
め
ら
れ
る
僚
丈
が
列
記
さ
れ
、
そ
の
末
尾
に
「
右
並

因
奮
丈
以
新
制
参
定
」
と
記
さ
れ
、
績
い
て
さ
ら
に
「
諸
」
字
で
始
ま
る
僚
丈
が
列
記
さ
れ
、
最
末
尾
に
「
右
令
不
行
」
と
記
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
前
宇
部
分
は
唐
令
に
基
づ
い
て
天
聖
年
聞
に
纂
定
さ
れ
た
宋
令
の
燦
丈
、
後
宇
部
分
は
天
聖
令
纂
定
に
あ
た
っ
て
使
用
さ
れ
な
か
っ
た

唐
令
の
候
丈
を
抜
き
書
き
し
た
も
の
と
解
掴
押
さ
れ
る
。

一
方
、
唐
代
に
お
け
る
令
編
纂
は
、
高
租
・
武
徳
七
年
(
六
二
四
)
に
最
初
の
纂
定
が
行
わ
れ
、
こ
れ
が
太
宗
・
貞
観
令
、
高
宗
・
永
徽
令

へ
と
受
け
継
が
れ
た
。
日
本
の
大
賓
令
は
永
徽
令
に
依
援
し
、
そ
れ
が
養
老
令
に
受
け
継
が
れ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
唐
令
は
玄
宗
・
開
元

七
年
(
七
一
九
)
に
改
訂
さ
れ
、
さ
ら
に
聞
元
二
十
五
年
(
七
三
七
)
に
再
度
改
訂
さ
れ
た
。
開
一
冗
二
十
五
年
令
琵
布
の
後
、
唐
お
よ
び
五
代
期

に
は
令
の
全
面
的
改
訂
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
天
聖
令
の
前
半
部
分
の
末
尾
「
奮
丈
」
、
お
よ
び
後
半
部
分
の
末
尾

3 

「
右
令
」
と
は
、
主
に
唐
・
開
元
二
十
五
年
令
の
候
丈
を
指
す
と
解
稗
さ
れ
、
そ
し
て
こ
れ
は
『
唐
令
拾
遺
」
開
元
二
十
五
年
令
篠
丈
と
照
合

(
-
J
)
 

し
で
も
、
ほ
ほ
肯
首
さ
れ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
天
聖
令
の
出
現
に
よ
っ
て
、
日
本
の
養
老
令
に
あ
る

候
文
で
天
聖
令
に
も
ほ
ぼ
同
じ
篠
丈
が
確
認
さ
れ
る
規
定
は
、
唐
初
の
武
徳
七
年
令
か
ら
聞
元
二
十
五
年
令
ま
で
一
貫
し
て
継
承
さ
れ
た
係
丈

で
あ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
判
断
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
語
で
あ
る
。
な
お
、
天
聖
令
の
各
篇
目
の
後
宇
部
分
「
右
令
不
行
」
と
さ
れ
る
篠
丈
群

を
指
し
て
、
最
近
の
皐
界
で
は
「
不
行
唐
令
」
と
い
う
呼
稽
が
一
般
的
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
本
稿
で
も
こ
の
呼
稽
を
使
用
す
る
。

以
上
の
経
緯
に
よ
り
、
と
り
わ
け
二

O
O
六
年
の
天
一
閤
抄
本
の
公
聞
に
よ
っ
て
、
唐
令
研
究
は
新
段
階
に
入
っ
た
。
こ
れ
ま
で
、
『
唐
令

拾
遺
』
『
唐
令
拾
遺
補
』
等
に
よ
る
復
元
保
文
案
に
依
操
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
状
況
が
、

一
部
と
は
い
え
唐
令
・
宋
令
の
原
文
を
賓
見
で
き

3 

る
よ
う
に
な
り
、
中
園
法
制
史
研
究
や
日
唐
律
令
制
の
比
較
研
究
の
み
な
ら
ず
、
倉
庫
令
や
厩
牧
令
に
よ
る
財
貨
の
保
管
や
家
畜
の
管
理
、
醤

疾
令
に
よ
る
醤
療
制
度
の
あ
り
方
、
仮
寧
令
に
よ
る
官
僚
制
の
運
航
宮
側
面
、
喪
葬
令
に
よ
る
喪
葬
儀
曜
研
究
等
々
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て



4 

(
6
)
 

一
級
史
料
が
提
示
さ
れ
、
研
究
の
飛
躍
的
な
進
歩
が
期
待
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
奮
稿
拙
論
で
取
り
上
げ
た
候
丈
も
、
天
聖
・
賦
役
令
に
よ
っ
て
あ
ら
た
め
て
分
析
し
な
お
す
必
要

性
が
生
じ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
天
聖
令
係
丈
を
参
照
し
て
唐
令
の
内
附
民
族
封
象
規
定
を
再
検
討
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

も
う
一
度
唐
代
の
非
漢
族
統
治
の
あ
り
方
に
迫
っ
て
み
た
い
。

唐
・
賦
役
令
の
内
附
民
族
規
定
三
候

ま
ず
、
行
論
の
都
合
上
、
奮
稿
に
お
い
て
筆
者
が
分
析
封
象
と
し
て
取
り
上
げ
た
唐
・
賦
役
令
の
候
文
を
、
あ
ら
た
め
て
提
示
し
て
お
き
た

ぃ
。
そ
れ
ら
は
次
の
三
候
で
あ
る
。

〔
史
料
A
〕
「
唐
令
拾
遺
」
賦
役
令
第
十
六
候
(
開
元
二
十
五
年
令
)

一
年
以
上
な
ら
ば
三
年
を
復
し
、
二
年
以
上
な
ら
ば
四
年
を
復
し
、
三
年
以
上
な
ら
ば

4 

諸
浸
落
外
蕃
得
還
者
、

諸
そ
、
外
蕃
に
浸
落
し
て
還
る
を
得
た
る
者
は
、

一
年
以
上
復
三
年
、
二
年
以
上
復
四
年
、
三
年
以
上
復
五
年
。
外
蕃
人
投
化
者
、
復
十
年
。

〔五
史年
料を
B 復
〕せ

更外
孟審
理人
邑の

イヒ賦 y

室長
長Z
十
レ 者

4夜間

両土
7c '→ 
七を
年復
!せ

夷
秋
新
招
慰
、
附
戸
貫
者
、
復
三
年
。

夷
秋
の
新
た
に
招
慰
し
、
戸
貫
に
附
す
者
は
、
三
年
を
復
せ
。

〔
史
料
C
〕
「
唐
令
拾
遺
」
賦
役
令
第
六
候
(
武
徳
七
年
令
、
開
元
七
年
令
)

諸
(
諸
園
)
蕃
胡
内
附
者
、
亦
走
馬
九
等
、
四
等
己
上
清
上
戸
、
七
等
己
上
矯
次
戸
、
八
等
己
下
矯
下
戸
。
上
戸
丁
税
(
銀
)
銭
十
丈
、

次
戸
五
丈
、
下
戸
克
之
。
附
(
貫
)
経
二
年
(
己
上
)
者
、
上
戸
丁
輪
羊
二
口
、
次
戸
一
口
、
下
(
戸
)
三
戸
共
一
口
。
(
無
羊
之
庭
・
准
白

羊
佑
、
折
納
軽
貨
。
若
有
征
行
、
令
白
備
鞍
馬
、
過
三
十
H
己
上
者
、
克
嘗
年
輪
羊
。
)
(
カ
ツ
コ
内
は
『
大
唐
六
血
ハ
』
巻
三
、
戸
部
に
よ
る
補
足
)



諸
そ
、
(
諸
園
の
)
蕃
胡
の
内
附
す
る
者
は
、
亦
た
定
め
て
九
等
と
矯
し
、
四
等
巳
上
を
上
戸
と
矯
し
、
七
等
巳
上
を
次
戸
と
矯
し
、

八
等

己
下
を
下
戸
と
話
せ
。
上
戸
は
丁
ご
と
に
(
銀
)
銭
十
丈
を
税
し
、
次
戸
は
五
丈
、

下
戸
は
之
を
克
ぜ
よ
。
(
貫
に
)
附
し
て
二
年
(
己

L
L
)

を
経
た
る
者
は
、
上
戸
は
丁
ご
と
に
羊
二
口
を
輸
し
、
次
戸
は
一
口
、
下
(
戸
)
は
三
戸
共
に
一
口
と
せ
よ
。
(
羊
無
き
の
慮
は
，
白
羊

の
佑
に
准
じ
て
、
軽
貨
を
折
納
せ
よ
o

若
し
征
行
有
ら
ば
、
自
ら
鞍
と
馬
と
を
備
え
し
め
、
三
十
日
U
上
を
過
ぐ
る
者
は
、
首
年
の
輸
羊
を
兎
ぜ
よ
o
)

さ
て
右
の
一
一
一
僚
の
う
ち
、
〔
史
料
A
〕
は
、
『
通
典
」
巻
六
、
食
貨
典
六
、
賦
挽
下
と
、
『
丈
献
通
考
』
巻
二
二
、
職
役
考
二
、
復
除
の
記
事

に
依
援
し
て
復
原
さ
れ
た
候
文
で
あ
る
が
、
特
に
「
通
典
』
に
よ
っ
て
仁
井
田
陸
氏
は
開
元
二
十
五
年
令
と
し
て
復
原
さ
れ
た
。
こ
の
候
丈
に

は
、
唐
の
領
土
外
に
出
て
行
っ
て
何
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
外
地
で
浸
落
し
、
そ
の
後
に
蹄
因
し
た
者
を
封
象
と
し
て
、
浸
落
年
数
に
基
づ
く

賦
税
克
除
期
聞
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
と
並
ん
で
「
外
蕃
人
の
投
化
者
」
を
封
象
と
す
る
復
十
年
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

〔
史
料
B
〕
は
、
日
本
の
『
令
集
解
」
「
浸
落
外
蕃
」
候
(
唐
令
で
は
〔
史
料
A
〕
に
針
廃
)
所
引
の
「
古
記
」
に
「
開
元
令
云
」
と
し
て
引
用

5 

さ
れ
た
唐
令
で
あ
り
、
唐
側
の
史
料
に
は
一
切
見
ら
れ
な
い
規
定
で
あ
っ
た
。
仁
井
田
氏
は
「
古
記
」
の
「
聞
元
令
」
を
開
元
七
年
令
と
解
し

た
が
、
坂
上
康
俊
氏
は
『
集
解
』
所
引
「
開
元
令
」
を
全
て
分
析
し
た
結
果
、
そ
れ
ら
を
聞
元
三
年
令
と
結
論
づ
け
ら
れ
、
『
唐
令
拾
遺
補
」

(
7
)
 

も
そ
れ
に
従
っ
て
補
訂
し
た
。
こ
こ
に
は
、
「
夷
秋
の
招
慰
者
」
に
封
す
る
復
三
年
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

上
記
二
史
料
が
給
復
を
規
定
し
て
い
る
の
に
封
し
、
〔
史
料
C
〕
は
「
諸
園
蕃
胡
の
内
附
者
」
に
封
す
る
具
睦
的
な
納
税
品
目
と
納
税
額
が

規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
蕃
胡
の
内
附
者
は
戸
等
が
分
け
ら
れ
、
そ
れ
に
準
じ
て
銀
銭
を
基
本
と
し
た
税
が
課
せ
ら
れ
、
戸
貫
に

附
し
て
二
年
を
経
過
し
た
者
に
は
羊
を
基
本
と
す
る
税
が
課
せ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
候
件
が
附
さ
れ
、
羊
の
な
い
場
所
で
は
白
羊
の
債
値
に
準
じ

て
布
吊
で
折
納
す
る
こ
と
、
軍
事
遠
征
に
は
鞍
・
馬
白
排
で
従
軍
し
、
三
十
日
以
上
従
軍
し
た
者
に
は
そ
の
年
の
輪
羊
を
克
除
す
る
こ
と
と
さ

れ
る
。
こ
の
規
定
は
、
「
奮
唐
書
』
巻
四
八
、
食
貨
志
「
武
徳
七
年
、
始
定
律
令
」
記
事
、
お
よ
び

税
「
唐
高
組
武
徳
:
:
:
七
年
、
始
定
均
回
賦
税
」
記
事
に
見
え
る
規
定
で
あ
り
、
さ
ら
に
『
六
典
」
戸
部
に
も
記
載
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
仁
井

『
冊
府
元
範
」
巻
四
八
七
、
邦
計
部
、
賦

戸υ 

田
氏
は
武
懐
七
年
令
と
開
元
七
年
令
に
は
こ
の
候
丈
が
存
在
し
た
と
解
掴
押
さ
れ
た
。
『
奮
唐
書
』
『
冊
府
元
亀
』
は
「
銭
」
に
、

「
六
血
ハ
』
は
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「
銀
銭
」
に
作
る
が
、
こ
れ
を
武
徳
七
年
令
で
は
銅
銭
を
徴
収
し
た
が
開
元
七
年
令
で
銀
銭
に
切
り
替
え
ら
れ
た
と
解
す
る
の
は
、
そ
も
そ
も

開
元
通
賓
銭
一

O
丈
・
五
丈
を
徴
牧
す
る
意
味
が
理
解
で
き
ず
、
い
く
ら
な
ん
で
も
無
理
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
『
奮
唐
書
』
「
冊
府
元
亀
』
の
他

の
字
句
の
省
略
か
ら
考
え
て
も
、
『
六
典
』
が
令
原
丈
に
近
い
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
右
の
三
僚
を
ま
ず
施
行
年
代
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
〔
史
料
A
〕
を
仁
井
田
氏
は
開
元
二
十
五
年
令
と
し
て
復
原
さ
れ
て
い
る
が
、

養
老
賦
役
令
に
も
封
磨
す
る
ほ
ほ
同
内
容
の
「
浸
落
外
蕃
」
僚
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
唐
で
は
武
徳
七
年
令
の
時
貼
よ
り
本
僚
は
存
在

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
、
〔
史
料
B
〕
を
聞
元
七
年
令
と
解
稗
し
で
も
、
あ
る
い
は
坂
上
氏
に
従
っ
て
開
元
三
年
令
と
見
る
な
ら
ば
な

お
さ
ら
、
右
三
僚
は
あ
る
時
期
に
は
同
時
並
存
し
た
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
〔
史
料
A

・
B
〕
で
は
給
復
年
数
に
差
異
が
あ
り
、
ま
た

〔
史
料
C
〕
の
銀
銭
と
輪
羊
と
を
、
附
貫
後
二
年
一
経
過
で
納
税
品
目
が
銀
銭
か
ら
羊
に
切
り
替
え
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
は
銀
銭
に
羊
が
プ
ラ
ス

さ
れ
る
の
か
、

い
ず
れ
に
解
穫
し
よ
う
と
も
、
そ
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
て
お
い
て
、

一
方
で
は
同
時
に
復
三
年
、
復
一

O
年
を
規
定
し
て
は

6 

全
く
意
味
を
な
さ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
三
僚
の
規
定
は
そ
れ
ぞ
れ
封
象
者
を
異
に
す
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
、
「
外
蕃
人
の
投
化
者
」
、
「
夷
秋
の
招
慰
者
」
お
よ
び
「
諸
圃
蕃
胡
の
内
附
者
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
唐
の
法
令
上
は
異
な
っ
た
形
態
と

し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
存
在
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
奮
稿
に
お
い
て
筆
者
は
、
〔
史
料
A
〕
の
封
象
者
は
、
個
人
ま
た
は
家
族
な
ど
現
賓
的
に
は
少
人
数
の
外
国
人
が
、
個
人
的
な
理
由

に
よ
っ
て
唐
に
担
開
化
し
た
形
態
が
法
制
上
は
想
定
さ
れ
て
お
り
、
〔
史
料
B
〕
の
封
象
者
は
、
そ
れ
ま
で
唐
の
領
域
外
に
あ
っ
た
緊
落
な
ど
の

あ
る
ま
と
ま
っ
た
組
織
・
集
園
が
、
新
た
に
唐
の
領
域
に
組
み
込
ま
れ
て
唐
の
統
治
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
形
態
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

ま
た

〔
史
料
C
〕
の
封
象
者
は
、
銀
銭
も
し
く
は
羊
で
納
税
す
る
の
が
自
然
な
形
態
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
で
ソ
グ
ド
人
と
遊
牧
系
鴇
廃

州
民
の
爾
種
が
一
線
中
に
想
定
さ
れ
て
い
る
候
丈
と
解
稗
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
新
出
の
天
聖
令
に
は
、
こ
れ
ら
の
候
丈
は
ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
こ
か
ら
は
ど
の
よ
う
な
問
題

が
新
た
に
護
生
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
か
。



天
聖
令
「
浸
落
外
蕃
」
候

天
聖
賦
役
令
の
候
丈
群
を
見
て
、
ま
ず
取
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
不
行
唐
令
の
第
十
二
僚
と
し
て
採
録
さ
れ
る
次
の
僚
丈
で
あ
る

(
便
宜
上
、
段
落
を
附
し
て
引
用
す
る
。
カ
ツ
コ
内
は
訂
正
)

0

州
諸
浸
落
外
蕃
得
還
者
、
一
年
以
上
復
三
年
、
二
年
以
上
復
四
年
、
三
年
以
上
復
五
年
。
川
各
給
賜
物
十
改
(
段
)
o

例
外
蕃
之
人
投
化

者
、
復
十
年
。
川
其
夷
僚
(
猿
)
新
招
尉
(
慰
)
、
及
部
曲
奴
被
於
(
放
)
附
戸
貫
者
、
復
三
年
。
何
麿
給
賜
物
、
於
初
到
州
給
三
段
、
鈴

本
貫
給
。

川
川
諸
そ
、
外
蕃
に
浸
落
し
て
還
る
を
得
た
る
者
は
、
一
年
以
上
な
ら
ば
三
年
を
復
し
、
二
年
以
上
な
ら
ば
四
年
を
復
し
、
三
年
以
上
な
ら

ば
五
年
を
復
せ
。
川
お
の
お
の
賜
物
十
段
を
給
せ
。
例
外
蕃
の
人
の
化
に
投
ず
る
者
は
、
十
年
を
復
せ
。
川
其
れ
、
夷
猿
の
新
た
に
招
慰

す
、
及
び
部
曲
・
奴
の
放
た
れ
て
戸
貫
に
附
す
者
は
、
三
年
を
復
せ
。
同
磨
に
給
す
べ
き
の
賜
物
は
、
初
め
て
到
る
の
州
に
於
て
三
段
を

7 

給
し
、
絵
は
本
貫
給
せ
。

ま
ず
段
落
凶
の
「
夷
僚
」
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
が
、
唐
代
に
「
夷
僚
」
と
い
う
用
語
は
な
く
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
「
夷
猿
」
の
誤

寓
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
こ
に
は
、
例
外
蕃
に
浸
落
し
て
唐
に
生
還
し
た
者
に
封
す
る
一
一
一

l
五
年
の
復
除
、
例
外
蕃
人
の
投
化
者
に
封
す
る
十

年
の
復
除
、
川
川
夷
僚
の
人
の
新
た
に
招
慰
さ
れ
た
者
と
、
部
曲
・
奴
身
分
か
ら
解
放
さ
れ
て
戸
貫
に
附
さ
れ
た
者
と
に
封
す
る
、
そ
れ
ぞ
れ

三
年
の
復
除
の
、
合
計
四
種
の
封
象
者
と
三
種
の
復
除
年
数
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
封
象
者
へ
の
、
お
そ
ら
く
は
首
座
の

生
活
費
の
た
め
と
思
わ
れ
る
賜
物
も
同
時
に
規
定
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
川
の
「
(
麻
布
)
十
段
」
の
賜
物
封
象
に
少
な
く
と
も
例
が
含
ま
れ

る
こ
と
は
、
ま
ず
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
同
の
賜
物
が
ど
れ
を
封
象
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
通
り
の
解
程
が
可
能
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
川
は
あ
く
ま
で
も
同
の
み
を
封
象
と
し
、
し
た
が
っ
て
例
は
刷
、
同
を
封
象
と
し
た
規
定
と
解
緯
す

る
方
法
、
②
川
の
賜
物
「
十
段
」
は
、
同
だ
け
で
な
く
川
、
凶
も
釘
象
と
し
、
十
段
の
う
ち
の
一
一
一
段
を
浸
落
時
還
者
や
外
蕃
人
投
化
者
が
最

7 
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初
に
到
着
し
た
遺
境
の
州
が
供
給
し
、
残
る
七
段
を
落
ち
着
き
先
の
本
貫
に
て
供
給
す
る
と
し
た
規
定
と
解
緯
す
る
方
法
、

の
二
通
り
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
①
の
解
稗
は
や
や
機
械
的
な
嫌
い
が
あ
り
、
同
に
は
「
(
三
段
の
)
飴
は
本
貫
給
せ
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
合
計
額
が
想
定
さ
れ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
「
十
段
」
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
賜
物
の
封
象
は
「
到
る
」
者
な
の
で
あ
る
か
ら
、
①
の
解

轄
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
州
、
川
は
川
、
例
の
釘
象
者
で
あ
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
凶
に
つ
い
て
は
、
部
曲
・
奴
身
分
か
ら
の
解
放
者

に
「
初
め
て
到
る
の
州
」
を
設
定
す
る
解
稗
が
困
難
で
あ
り
、
「
夷
猿
」
に
つ
い
て
も
「
到
る
」
者
な
の
か
ど
う
か
を
判
定
し
な
け
れ
ば
、
断

定
は
で
き
な
い
(
次
節
参
照
)

0

さ
て
、
右
の
賦
役
令
の
候
文
は
、
古
代
日
本
の
園
家
瞳
制
を
論
じ
る
際
に
も
し
ば
し
ば
議
論
の
材
料
と
な
る
「
浸
落
外
蕃
」
僚
で
あ
る
が
、

天
聖
令
の
出
現
に
よ
っ
て
、
開
元
二
十
五
年
令
(
も
し
く
は
そ
れ
を
鱗
承
し
た
唐
後
半
期
の
令
)
の
原
文
は
右
の
と
お
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

た
。
奮
稿
で
と
り
あ
げ
た
候
丈
の
一
つ
、
前
節
の

〔
史
料
B
〕
「
令
集
解
』
所
引
「
古
記
」
の
出
典
は
、
こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

8 

従
来
、
本
僚
に
含
ま
れ
る
規
定
は
、
『
唐
令
拾
遺
』
賦
役
令
で
は
、
三
つ
の
候
丈
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
前
掲
〔
史
料
A
〕
(
第

十
六
候
)
、
〔
史
料
B
〕
(
第
十
七
侠
)
、
お
よ
び
第
十
八
僚
に
、

諸
部
曲
奴
泊
料
放
附
戸
貫
者
、
復
三
年
。

と
し
て
復
原
さ
れ
る
佼
丈
を
合
わ
せ
た
、
全
一
一
一
候
で
あ
る
。

一
方
、
封
磨
す
る
養
老
賦
役
令
の
第
十
五
候
「
浸
落
外
蕃
」
僚
は
、

凡
浸
落
外
蕃
得
還
者
、

一
年
以
上
復
三
年
、

二
年
以
上
復
四
年
、
三
年
以
上
復
五
年
。
外
蕃
之
人
投
化
者
、
復
十
年
。
其
家
人
奴
被
放
附

戸
貫
者
、
復
三
年
。

の
と
お
り
で
あ
り
、
こ
の
復
除
封
象
者
に
は
、
況
落
蹄
還
者
、
外
蕃
人
投
化
者
と
と
も
に
、
家
人
・
奴
の
解
放
者
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

本
来
は
唐
令
で
も
こ
れ
ら
は
同
一
候
丈
中
に
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
の
意
見
が
一
部
で
は
さ
さ
や
か
れ
、
筆
者
も
そ
の
よ
う
に
見

る
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
仁
井
田
氏
が
復
原
に
依
撮
し
た

『
通
血
ハ
』
巻
六
、
食
貨
典
、
賦



税
下
に
は
、
「
開
元
二
十
五
年
定
令
」
と
し
た
後
に
列
記
さ
れ
る
諸
規
定
中
に
、

諸
浸
落
外
蕃
得
還
者
、

一
年
以
上
復
三
年
、
二
年
以
上
復
四
年
、
三
年
以
上
復
五
年
。
外
蕃
之
人
投
化
者
、
復
十
年
。
諸
部
由
奴
蝉
放
附

戸
貫
、
復
三
年
。

と
記
さ
れ
、
こ
こ
に
明
ら
か
に
「
諸
」
字
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
が
同
一
候
丈
と
は
ど
う
し
て
も
断
定
し
に
く
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

天
聖
令
の
不
行
唐
令
第
十
二
僚
の
出
現
に
よ
っ
て
、
『
通
典
」
の
「
諸
」
字
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
唐
令
で
も
少
な
く
と
も
、
前
掲
刷
、
川

と
、
川
の
「
部
曲
・
奴
:
:
:
」
部
分
は
、
同
一
候
文
に
規
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
差
し
支
え
な
く
な
っ
た
。
な
お
、
つ
い
で
に
い
え
ば
、

『
拾
遺
』
賦
役
令
第
十
六
候
l
十
八
伎
は
、
別
個
の
候
丈
と
し
て
復
原
し
た
こ
と
は
訂
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
規
定
の
配
列
は
首
を
得

て
い
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
第
十
八
僚
の
『
拾
遺
」
注
記
で
は
「
部
曲
奴
稗
」
の
「
牌
」
は
「
被
」
の
誤
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い

(
8
)
 

と
し
、
『
唐
令
拾
遺
補
」
も
、
女
性
は
不
課
で
あ
っ
て
給
復
規
定
は
あ
り
え
な
い
の
で
「
被
」
に
訂
正
し
た
が
、
こ
れ
も
安
首
な
解
稗
で
あ
り
、

日
本
令
は
「
被
」
字
を
忠
賓
に
寓
し
取
っ
た
の
で
あ
る
。

9 

さ
て
、
天
聖
令
所
載
、
不
行
唐
令
「
浸
落
外
蕃
」
僚
の
同
部
分
に
関
わ
る
史
料
と
し
て
、
大
谷
一
四
一
七
文
書
に
次
の
よ
う
な
断
片
が
あ
る
。

(
9
)
 

断
片
な
の
で
讃
み
下
し
は
困
難
で
あ
る
が
、
訓
誼
案
を
示
せ
ば
左
の
と
お
り
で
あ
る
。

(
前
鉄
)U

出
請
給
復
円

U
牒
准
式
者
落
蕃
人
張
孝
感
円

リ
牒
所
由
准
式
者
牒
至
准
吠
門

[
一
行
火
エ
き
]

圃
売
廿
九
年
十
月
廿
一
一
一
日

9 

佐
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(
後
扶
)

(
前
鉄
)

出
だ
し
て
給
復
を
請
う

:
・
牒
・
:
式
に
准
ぜ
よ
、
と
。
落
蕃
人
の
張
孝
感
は
:
:

-
:
所
由
に
牒
し
て
式
に
准
ぜ
よ
、
と
。
牒
至
ら
ば
肢
に
准
ぜ
よ
。
:
:

(
故
に
牒
す
o
)

圃
売
廿
九
年
十
月
廿
三
日

佐

(
後
訣
)

10 

右
は
、
外
蕃
に
浸
落
し
て
蹄
還
し
た
張
孝
感
が
給
復
を
申
請
し
た
案
件
を
将
官
が
庭
理
し
た
丈
書
の
断
片
と
判
断
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
少

な
く
と
も
開
一
冗
二
九
年
(
七
回
二
時
貼
で
「
浸
落
外
蕃
」
僚
の
同
規
定
が
賓
際
に
運
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
凶
「
部
曲
・

ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
出
土
の
永
徽
二
年
(
六
五
一
)
以
後
の
「
某
郷
戸
口
帳
(
草
)
」
の
う
ち
の
(
三
)
丈

奴
:
:
:
」
部
分
に
闘
わ
る
史
料
と
し
て
、

書
(
丞
叶
一
E
E
Z
¥
N
(
r
)冶
¥
ω
(

『
)
)
は
給
復
の
事
例
を
列
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
第
六
行
に
、

口
二
放
嘆
悦
良
給
復

(
川
)

と
見
え
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
同
「
部
曲
・
奴
:
:
:
」
部
分
も
賓
際
に
運
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
問
題
は
、
川
の
「
其
夷
僚

(
猿
)
新
招
尉
」
部
分
で
あ
る
が
、
「
拾
遺
』
の
復
原
に
従
え
ば
開
元
七
年
令
の
段
階
で
こ
の
規
定
は
存
在
し
た
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
坂
上

氏
の
開
元
三
年
令
説
に
従
う
な
ら
ば
、
開
元
七
年
の
令
丈
改
訂
以
前
よ
り
す
で
に
こ
の
文
言
は
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
解
稗
す
る
な
ら

ば
、
唐
の
「
浸
落
外
蕃
」
僚
の
給
復
規
定
は
、
水
徽
令
の
時
酷
で
す
で
に
天
聖
令
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
篠
丈
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
く
な
り
、
日
本

の
「
浸
落
外
蕃
」
僚
は
唐
令
の
川
「
其
夷
僚
(
猿
)
新
招
尉
」
部
分
を
削
除
し
て
纂
定
し
た
こ
と
に
な
り
、
そ
し
て
そ
の
削
除
し
た
部
分
を



『
令
集
解
』
「
浸
落
外
蕃
」
候
「
古
記
」
が
引
用
し
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
刷
、
例
の
賜
物
規
定
は
、
、
水
徽
令
の
候
丈
中
に
は
存
在
し
な
か

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
部
分
は
養
老
令
に
は
見
え
ず
、
も
し
永
徽
令
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
日
本
令
が
こ
と
さ
ら
に
賜
物
規

定
だ
け
を
削
除
し
た
と
も
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
鈷
と
関
連
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
『
唐
令
拾
遺
』
戸
令
第
十
九
篠
(
開
元
二
十
王
年
令
)
の
次
の
係
丈
で
あ
る
。

諸
浸
落
外
蕃
得
還
、
及
化
外
人
蹄
朝
者
、
所
在
州
鋸
給
衣
食
、
具
賦
迭
省
奏
開
。
化
外
人
、
於
寛
郷
附
貫
安
置
。
落
蕃
人
、
依
奮
貫
、
無

菖
貫
任
於
近
親
附
貫
。

諸
そ
、
外
蕃
に
浸
落
し
て
還
る
を
得
た
る
、
及
び
化
外
人
の
蹄
朝
す
る
者
は
、
所
在
の
州
鎮
は
衣
食
を
給
し
、
賦
を
具
え
て
省
に
送
り
て

奏
聞
せ
よ
。
化
外
人
は
、
寛
郷
に
於
て
貫
に
附
し
て
安
置
せ
よ
。
落
蕃
人
は
、
奮
貫
に
依
り
、
奮
貫
無
け
れ
ば
近
親
に
任
じ
て
貫
に
附
せ
。

封
廃
す
る
養
老
戸
令
第
十
六
僚
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

凡
浸
落
外
蕃
得
還
、
及
化
外
人
蹄
化
者
、
所
在
園
郡
給
衣
娘
、
且
穴
賦
護
飛
騨
奏
問
。
化
外
人
、
於
寛
圃
附
貫
安
置
。
浸
落
人
、
依
奮
貫
、

無
奮
貫
任
於
近
親
附
貫
。
並
給
根
、
遁
迭
使
達
前
所
。

雨
僚
を
比
較
す
れ
ば
、
日
本
令
は
唐
令
の
「
所
在
州
鎮
給
衣
食
」
部
分
を
採
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
と
す
れ
ば
前
掲
賦
役
令
の
川
、
同
の

賜
物
規
定
の
み
採
用
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
や
は
り
考
え
に
く
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
断
定
は
で
き
な
い
が
、
刷
、
判
部
分
は
唐
令
で

11 

は
、
永
徽
令
以
後
の
経
験
則
に
よ
っ
て
描
入
さ
れ
た
規
定
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
天
聖
令
「
戸
令
」
は
未
護
見
で
あ
る
が
、
右
の
「
拾
遺
』
第
十
九
僚
に
相
首
す
る
候
丈
が
必
ず
や
不
行
唐
令
の
中
に
存
在
す
る

は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
こ
に
見
え
る
「
化
外
人
蹄
朝
者
」
は
「
浸
落
外
蕃
得
還
」
者
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

れ
は
賦
役
令
の
「
外
蕃
之
人
投
化
者
」
と
同
一
封
象
で
あ
り
、
こ
の
封
象
者
は
戸
令
で
附
貫
が
、
賦
役
令
で
復
除
が
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

戸
令
・
賦
役
令
の
雨
僚
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
初
め
て
意
味
を
な
す
か
ら
で
あ
る
。

11 

そ
の
附
貫
・
復
除
の
扱
い
で
あ
る
が
、
日
本
の
規
定
で
は
、
『
延
喜
式
』
巻
二
五
、
主
計
下
、
大
帳
式
に
、
不
輸
の
場
合
の
書
式
を
次
の
よ



12 

う
に
{
疋
め
て
い
る
。

口
若
干
見
不
輪

口
若
干
放
人
在
役

口
若
干
仕
丁

口
若
干
衛
士

口
若
干
使
蕃

口
若
干
放
賎
従
良

口
若
干
去
狭
就
寛

口
若
干
蹄
化

こ
こ
に
見
え
る
「
蹄
化
」
に
つ
い
て
、

12 

田
中
史
生
氏
は
、
こ
れ
を
戸
令
で
附
貫
さ
れ
た
「
化
外
人
蹄
化
者
」
が
賦
役
令
で
給
復
さ
れ
て
い
る
形

態
の
書
式
と
し
、
こ
の
封
象
者
は
「
蹄
化
」
が
認
め
ら
れ
附
貫
さ
れ
た
段
階
で
百
姓
と
し
て
扱
わ
れ
、
首
初
の
一

O
年
は
特
別
措
置
と
し
て
給

(
H
)
 

復
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
解
穣
さ
れ
た
。
こ
の
解
棒
は
、
『
延
喜
式
』
の
「
放
賎
従
良
」
が
前
掲
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
文
書
「
某
郷
戸
口
帳
(
草
)
」

で
も
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
唐
で
も
同
様
に
扱
わ
れ
た
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
と
お
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
唐
に
お
け
る
「
化
外
人
時
朝
者

(
H
外
蕃
之
人
投
化
者
)
」
は
、
附
貫
後
一

O
年
を
経
過
す
れ
ば
租
・

調
・
役
負
捨
を
課
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
氏
族
な
ど
の
組
織
や
緊
落
を
単
位
に
し
て
唐
に
内
附
す
る
者
で
は
な
く
、
個
人
や
家
族
で
内
附
す
る
形

態
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
封
し
て
、
「
夷
猿
新
招
尉
」
者
と
は
、
天
聖
令
に
よ
っ
て
「
外
蕃
之
人
投
化
者
」
と
同
一
候
文
中
に
規
定
さ

れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
雨
者
は
令
規
定
の
時
代
差
に
よ
っ
て
解
稗
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

し
か
も
給
復
年

数
が
遣
う
の
で
あ
る
か
ら
、
法
理
念
上
は
「
外
蕃
之
人
投
化
者
」
と
は
全
く
異
な
っ
た
封
象
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
な
ら
ば
、
こ
の
「
夷
猿
」
は
ど
う
解
程
す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。



「
夷
猿
」
と
「
夷
秋
」

(
1
)
 
唐
の
「
夷
旗
」
招
慰

天
聖
令
「
浸
落
外
蕃
」
僚
を
一
見
し
て
気
づ
く
の
は
、
こ
れ
ま
で

『
唐
令
拾
遺
』
賦
役
令
第
十
七
佼
(
前
掲
〔
史
料
B
〕
)
は
「
夷
秋
」
を
封

象
と
し
た
規
定
だ
と
ば
か
り
思
わ
れ
て
き
た
も
の
が
、
買
は
唐
令
の
原
丈
に
は
「
夷
猿
」
と
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

「
猿
」
と
稽
さ
れ
る
民
族
が
正
史
外
国
停
に
初
め
て
立
停
さ
れ
る
の
は
、
『
周
書
』
巻
四
九
、
異
域
惇
上
で
あ
る
。
そ
の
目
頭
に
は
、

猿
は
、
蓋
し
南
蟹
の
別
種
な
り
。
漢
中
よ
り
却
(
四
川
省
叩
峠
牒
)

-
窄
(
同
成
都
附
近
)
に
達
す
る
ま
で
の
川
洞
の
問
、
在
所
に
皆
こ
れ

有
り
。

13 

と
あ
り
、
太
租
宇
丈
泰
が
梁
州
・
盆
州
を
平
定
後
に
撫
慰
し
た
結
果
、

其
の
華
民
と
雑
居
す
る
者
は
、
亦
た
頗
る
賦
役
に
従
う
。

と
い
う
状
況
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
、
さ
ら
に
、

後
に
商
援
の
往
来
す
る
者
有
り
て
、
亦
た
資
す
る
に
以
て
貨
(
隷
属
口
)
と
矯
し
、
公
卿
よ
り
民
庶
の
家
に
逮
ぶ
ま
で
、
猿
口
有
る
者
多

し

と
惇
え
ら
れ
、

一
部
の
擦
は
こ
の
頃
よ
り
北
周
の
官
民
と
接
鰯
を
も
ち
始
め
た
。
陪
唐
の
史
書
で
は
、
「
猿
」
「
生
猿
」
「
熟
猿
」
「
地
名
+
捺
」

「
夷
猿
」
な
ど
と
現
れ
る
。
今
試
み
に
『
陪
書
』
『
奮
唐
書
』
に
現
れ
る
「
猿
」
「
夷
猿
」
の
登
場
地
域
を
地
固
に
置
い
て
み
る
と
、
園
1
の
と

お
り
で
あ
る
。
固
で
わ
か
る
よ
う
に
、
陪
唐
時
代
の
猿
・
夷
猿
は
中
園
の
西
南
部
(
現
在
の
四
川
・
貴
州
・
雲
南
省
等
)
か
ら
南
方
(
江
西
壮
族
自

治
匝
・
麿
東
省
生
寸
)
に
分
布
し
て
い
た
。

13 

「
陪
童
日
」
巻
二
九
、
地
理
志
上
、
梁
州
の
風
俗
の
僚
に
、
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都
護
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(j 
園 1 陪唐時代「溌JI夷Yf，tJ分布園

1) r陪書jr奮唐書』に地名の明記されている事例のみを.で示す0

2)比定困難の地名は『通鑑』胡注に従った。

3)同一地に複数回登場する場合もマークは 1つだけとする 0

4)謹其擦半編『中凶歴史地国集』第 5珊に某づいて作園。
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南
山
(
四
川
省
南
部
豚
南
)
を
傍
ら
に
し
て
、
雑
し
て
猿
戸
有
り
。
富
室
は
頗
る
夏
人
に
参
じ
て
婚
を
矯
し
、
衣
服
・
居
庭
・
言
語
は
、
殆

ど
華
と
別
た
ず
。

と
あ
り
、
同
書
巻
四
五
、
丈
四
子
停
、
庶
人
秀
の
僚
に
は
、
越
王
を
廃
さ
れ
た
丈
帝
の
第
四
子
楊
秀
が
内
侍
省
に
幽
閉
さ
れ
た
時
の
庭
遇
と
し

て、

妻
子
と
相
見
ゆ
る
を
得
ず
、
猿
稗
二
人
を
給
し
て
駆
使
せ
し
む
。

と
見
え
る
の
で
、
陪
代
の
擦
に
は
漢
文
化
に
相
官
馴
染
ん
だ
者
も
い
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
夷
擦
に
課
税
し
た
史
料
も
存
在
し
、
同
書
巷

三
七
、
梁
容
停
に
は
、
盆
州
総
管
で
あ
っ
た
梁
容
が
萄
の
地
に
威
を
振
る
っ
た
た
め
夷
猿
が
蹄
附
し
た
が
、
南
寧
(
貴
州
西
部
l
雲
南
)
の
曾
帥

の
み
は
降
附
せ
ず
、
そ
こ
で
南
寧
討
伐
を
上
疏
し
た
梁
容
は
、

掠
を
押
す
る
こ
と
鼠
に
誌
れ
ば
、
即
ち
南
寧
を
略
定
せ
ん
こ
と
を
請
う
。
慮
・
戎
(
と
も
に
四
川
省
南
部
)
よ
り
己
来
、
軍
糧
は
須
ら
く
給

す
べ
く
、
此
に
過
ぐ
れ
ば
即
ち
蟹
夷
よ
り
徴
税
し
、
以
て
兵
馬
に
供
さ
ん
。
:
:
:
彼
の
熟
蟹
の
租
調
を
計
る
に
、
城
防
倉
儲
に
供
す
る
に

15 

足
ら
ん
。

と
述
べ
、
後
に
こ
の
策
は
賓
行
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
は
猿
を
指
し
て
「
蟹
夷
」
「
熟
蟹
」
と
も
稽
し
て
お
り
、
「
奮
唐
童
日
』
巻
三
八
、
地
理

志
て
剣
南
節
度
使
の
項
に
は
、

西
は
吐
蕃
に
抗
し
、
南
は
蟹
猿
を
撫
す
。

と
あ
り
、
同
じ
く
嶺
南
五
府
経
略
使
の
項
に
は
、

夷
猿
を
綬
静
し
、
経
略
・
清
海
二
軍
を
統
ぶ
。
(
:
:
:
本
鎖
に
軽
税
し
以
て
白
給
す
0
)

と
あ
り
、
「
夷
猿
」
の
軽
税
が
記
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
陪
室
田
』
四
夷
俸
に
は
狭
ま
た
は
夷
猿
は
立
停
さ
れ
な
い
が
、
そ
の
南
蜜
俸
の
冒
頭
に
、

南
蟹
雑
類
は
、
華
人
と
錯
居
す
。
日
く
艇
、
日
く
接
、

日
く
僅
、

日
く
張
、

日
く
缶
と
。
倶
に
君
長
無
く
、
山
洞
に
随
り
て
居
す
。
士
口
先

15 

の
い
わ
ゆ
る
百
越
、
是
な
り
。
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と
記
さ
れ
る
。
嶺
南
地
方
を
取
り
上
げ
た
史
料
に
は
、
こ
こ
に
見
え
る
「
僅
」
と
熟
し
て
「
但
毅
」
と
い
う
呼
稀
も
現
れ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
判

断
す
る
と
、
「
猿
」
が
あ
る
限
定
さ
れ
た
種
族
を
指
す
の
に
封
し
、
「
夷
猿
」
は
そ
れ
よ
り
範
園
が
贋
く
、
「
蟹
夷
」
「
蟹
旗
」
や
地
域
に
よ
っ
て

(
比
)

は
「
但
猿
」
な
ど
と
同
義
で
、
圃
1
の
ご
と
く
に
分
布
す
る
民
族
を
線
稽
し
た
用
語
か
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
「
化
外
人
」
と
ほ
ぼ
同
義
の
「
夷
秋
」
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
た
用
語
で
あ
り
、
そ
れ
は
宇
ば
固
有
名
詞
的

な
民
族
名
で
あ
っ
て
、
唐
代
史
料
が
「
夷
猿
」
と
稽
す
る
場
合
は
あ
る
特
定
の
民
族
に
限
定
さ
れ
る
。
唐
・
賦
役
令
の
「
復
三
年
」
の
封
象
者

は
、
「
夷
秋
」
で
は
な
く
、
こ
の
民
族
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

今
に
し
て
思
え
ば
、
「
夷
秋
」
は
法
令
用
語
と
し
て
は
あ
ま
り
に
適
さ
な
い
。
し
か
し
昔
時
は
、
『
令
集
解
』
「
古
記
」
所
引
「
聞
元
令
」
に

よ
っ
て
復
原
さ
れ
た
〔
史
料
B
〕
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
、
皐
界
で
は
こ
れ
に
よ
っ
て
議
論
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
奮
稿
で
筆
者

(
日
)

の
「
招
慰
」
と
い
う
用
語
に
注
目
し
、
ま
ず
S
一
一
一
一
四
四
丈
書
「
聞
元
戸
部
格
残
巻
」
に
見
え
る
次
の
救
を
参
考
に
し
た
。

は
、
〔
史
料
B
〕

救
、
化
外
人
及
賊
須
招
慰
者
、
並
委
嘗
州
及
所
管
都
督
府
、
審
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勘
首
奏
問
。
不
得
執
即
招
慰
、
及
檀
護
丈
牒
。
所
在
官
司
、
亦
不

得
杭
相
承
受
。
如
因
此
浪
用
官
物
者
、
並
依
監
主
白
盗
法
。
若
別

救
令
招
慰
、
得
降
附
者
、
挟
名
奏
聴
庭
分
。

長
安
元
年
十
二
月
廿
日

救
す
、
化
外
人
及
び
賊
の
須
ら
く
招
慰
す
べ
き
者
は
、
並
び
に
嘗
州
及
び
所
管
の
都
督
府
に
委
ね
、
審
ら
か
に
勘
首
し
て
奏
聞
せ
よ
。
統

ち
即
ち
招
慰
す
、
及
び
檀
に
丈
牒
を
設
す
る
を
得
、
ず
。
所
在
の
官
司
は
、
亦
た
親
ち
相
承
受
す
る
を
得
ず
。
如
し
此
れ
に
因
り
て
官
物
を

あ
わ

浪
用
す
れ
ば
、
並
び
に
監
主
白
盗
法
に
依
れ
。
若
し
別
救
あ
り
て
招
慰
せ
し
め
、
降
附
を
得
れ
ば
、
名
を
挟
せ
て
慮
分
を
奏
聴
せ
よ
。

長
安
元
年
(
七
O
一
)
十
二
月
廿
日

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
招
慰
」
と
い
う
行
震
は
、
政
府
の
政
策
と
し
て
、
化
外
人
お
よ
び
賊
を
封
象
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
奮



唐
童
日
』
地
理
志
よ
り
異
民
族
招
慰
の
事
例
を
検
索
し
た
結
果
、
江
南
西
這
に
四
例
、
臨
右
遁
に
一
例
、
創
南
道
に
五
例
、
嶺
南
道
に
二
例
の
合

計
十
二
例
を
見
出
し
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
生
療
・
薫
項
・
売
・
生
蟹
な
ど
を
封
象
に
州
牒
を
設
置
し
た
事
例
で
あ
っ
た
。

今
、
あ
ら
た
め
て
地
理
志
以
外
の
本
紀
・
列
惇
な
ど
に
「
招
慰
」
の
事
例
を
調
べ
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
は
し
ば
し
ば
陪
末
唐
初
の
反
乱
期
に

現
れ
る
。

一
例
を
掲
げ
て
み
よ
う
。
河
聞
王
李
孝
恭
は
高
組
の
従
兄
の
子
で
あ
る
が
、
『
蓮
田
唐
童
日
」
巻
六

O
、
宗
室
停
に
は
、

高
組
の
京
師
を
克
す
る
や
、
左
光
椋
大
夫
を
奔
し
、
尋
い
で
山
南
道
招
慰
大
使
と
矯
る
。
金
州
(
険
西
省
安
康
)
よ
り
巴
局
に
出
で
、
招

橋
す
る
に
躍
を
以
て
し
、
降
附
す
る
者
三
十
位
州
。

と
あ
り
、
彼
は
山
南
這
招
慰
大
使
と
し
て
巴
買
を
招
橘
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
孝
恭
は
刑
州
総
管
と
し
て
長
江
下
流
域
の
群
雄
林
士
弘
(
勢

力
範
園
は
現
在
の
江
西
省
一
帯
)
に
封
慮
し
、
同
書
巻
五
六
、
林
士
弘
停
に
は
、

刑
州
総
管
・
誼
王
孝
恭
、
使
い
を
遣
わ
し
て
之
を
招
慰
し
、
其
の
循
・
潮
二
州
(
と
も
に
庚
東
省
東
部
)
並
び
に
来
降
す
。
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と
あ
っ
て
、
嶺
南
地
方
と
の
闘
係
を
取
り
附
け
て
い
る
。
開
中
方
面
を
見
れ
ば
、
同
書
巻
五
八
、
段
階
停
に
、

時
に
、
闘
中
の
群
盗
、
往
往
に
し
て
緊
結
L
、
衆
く
は
適
従
す
る
無
し
。
隔
を
し
て
之
を
招
慰
せ
し
む
れ
ば
、
至
る
所
皆
下
る
。

と
あ
り
、
群
盗
を
招
慰
し
た
事
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

夷
猿
に
封
す
る
招
慰
の
事
例
も
見
出
し
得
る
。
た
と
え
ば
、
『
菱
自
唐
主
目
』
巻
七
六
、
太
宗
諸
子
停
の
李
現
(
太
宗
の
孫
)
の
係
に
、

聖
暦
中
(
六
九
八
l
七
0
0
)
、
嶺
南
の
猿
反
し
、
現
に
救
し
て
招
慰
使
と
矯
す
。
荒
徴
を
安
輯
し
、
甚
だ
其
の
宜
し
き
を
得
。

と
あ
り
、
同
停
の
李
胤
(
太
宗
の
曾
孫
)
の
僚
に
、
胤
の
叔
父
備
の
こ
と
と
し
て
、

後
に
備
、
忠
州
(
四
川
省
忠
豚
)
の
叛
せ
し
擦
を
招
慰
せ
ん
と
し
、
賊
に
浸
す
。

と
あ
る
。
ま
た
、
同
書
巻
九
四
、
李
隔
停
に
は
、

時
に
、
嶺
南
の
川
邑
(
麿
西
壮
族
自
治
匝
南
寧
)
・
最
二
州
(
同
来
賓
)
の
首
領
反
叛
す
。
:
:
:
陪
乃
ち
朝
旨
を
宣
ベ
、
特
に
其
の
罪
を
赦
し
、

17 

親
ら
猿
の
洞
に
入
り
て
以
て
之
を
招
諭
す
れ
ば
、
叛
せ
し
者
壷
く
降
る
。
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と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
か
ら
知
り
得
る
こ
と
は
、
「
招
慰
」
と
は
、
そ
れ
ま
で
白
王
朝
の
支
配
領
域
外
に
あ
っ
た
、
ま
た
は
反
乱
な
ど
に
よ
っ
て
支
配
か
ら

離
脱
し
た
地
域
・
緊
落
・
民
族
を
、
白
王
朝
の
州
牒
制
に
組
み
入
れ
る
行
馬
を
指
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
責
任
者
に
皇
族

が
充
て
ら
れ
る
ケ
l
ス
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
地
方
官
な
ど
が
個
人
的
な
判
断
に
基
づ
い
て
勝
手
に
行
う
も
の
で
は
な
く
、
政
府
の
政
策
に

よ
る
行
局
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
賊
を
招
慰
し
た
事
例
と
し
て
、
元
和
九
年
(
八
一
四
)
に
准
水
中
流
域
で
起
き
た
反
乱
を
鎮
匿
す
る
た
め
に

護
せ
ら
れ
た
「
招
論
察
州
詔
」
(
『
唐
大
詔
令
集
』
者

一
入
所
収
)
の
一
節
に
、

宜
し
く
授
け
て
申
・
光
・
察
等
州
招
論
使
を
品
兼
ね
し
め
・
:
・
:
、
百
姓
に
は
復
三
年
を
給
せ
。

と
あ
り
、
こ
の
場
合
の
「
招
論
」
は
前
掲
李
隔
停
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
「
招
慰
」
と
同
義
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
賓
際
に
賊
を
招
慰
し

て
復
一
一
一
年
を
給
す
る
政
策
は
賓
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
惇
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
賦
役
令
の
「
招
慰
」
も
同
様
の
政
策
を
意
味
し
、

(
見
)

夷
猿
を
招
慰
し
て
州
牒
に
組
み
込
ん
だ
際
に
首
初
の
一
一
一
年
聞
は
課
税
を
克
除
す
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
前
掲
S
一
三
四
回
文
書
「
聞
元
戸
部
格
残
巻
」
の
長
安
元
年
救
に
化
外
人
の
招
慰
方
法
が
規
定
さ
れ
、
前
節
で
引
用
し
た
ト
ゥ
ル
フ
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ア
ン
丈
書
の
永
徽
年
間
「
某
郷
戸
口
帳
」
に
「
放
賎
従
良
」
の
給
復
の
例
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
唐
・
賦
役
令
「
浸
落
外
蕃
」
僚
は
、
聞
元
七

年
の
令
改
訂
以
前
よ
り
天
聖
令
の
よ
う
な
四
種
の
形
態
を
封
象
と
す
る
俊
文
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

天
聖
令
「
浸
落
外
蕃
」
僚
の
「
夷
猿
」
は
わ
ず
か
二
字
で
は
あ
る
が
、
以
上
の
こ
と
を
示
唆
し
て
く
れ
る
。
し
た
が
っ
て
天
聖
令
に
「
夷

猿
」
の
二
字
を
見
た
と
き
、
筆
者
に
は
個
人
的
に
納
得
の
い
く
も
の
が
あ
り
、
同
時
に
蕎
稿
に
お
け
る
結
論
は
今
で
も
基
本
的
に
は
そ
の
解
緯

で
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
結
果
論
と
し
て
そ
う
な
っ
た
だ
け
で
あ
り
、
〔
史
料
B

〕

の
原
文
が
「
夷

秋
」
で
は
な
く
「
夷
猿
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
賓
は
新
た
な
問
題
が
護
生
す
る
の
で
あ
る
。



(
2
)
 
日
本
の

「
夷
秋
」
解
轄
に
つ
い
て

そ
も
そ
も
、
『
令
集
解
」
所
引
「
古
記
」
の
撰
者
の
見
た
唐
・
賦
役
令
「
浸
落
外
蕃
」
僚
が
一
大
聖
令
の
ご
と
き
内
容
の
候
丈
で
あ
っ
た
と
す

る
と
、
な
ぜ
「
古
記
」
は
「
夷
猿
」
で
は
な
く
「
夷
秋
」
と
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
賠
に
つ
い
て
は
、
寓
本
纏
承
中
に
誤
寓
が
生
じ
た
可
能
性
が
否
定
で
き
な
い
の
で
、
ま
ず
『
集
解
』
の
古
寓
本
を
確
認
し
な
く
て
は
な

(
日
)

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
集
解
』
古
寓
本
の
多
く
は
金
津
文
庫
本
の
系
譜
を
引
き
、
そ
れ
ら
は
次
の
諸
本
で
あ
る
。

⑥⑤④③②①  

紅
葉
山
丈
庫
本
(
内
閣
文
庫
裁
、
者
子
本
)

慶
長
十
九
年
を
さ
ほ
ど
遡
ら
な
い
時
期
の
書
寓

清
家
本
(
船
橋
本
、
岡
立
園
舎
園
書
館
裁
)

慶
長
二

1
四
年
の
聞
の
書
寓

田
中
本
(
図
立
歴
史
民
俗
博
物
館
裁
)

諸
本
の
う
ち
最
も
金
津
丈
庫
本
の
形
態
に
近
い
と
さ
れ
る
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鷹
司
本
(
宮
内
願
書
陵
部
戴
)

建
治
二
年
奥
書
本
の
韓
寓
本

東
山
御
文
庫
本

建
治
二
年
奥
書
本
の
轄
官
何
本

榊
原
本
(
図
立
園
舎
国
書
館
山
概
)

清
家
本
系
。
中
原
(
平
間
)
職
忠
書
寓
校
合
本
(
平
出
本
)
の
忠
賓
な
轄
寓
本
、
寛
、
水
十
一
年
書
官
何

右
の
う
ち
、
①
は
賦
役
令
は
訣
巻
で
あ
る
が
、
他
本
は
い
ず
れ
も
「
古
記
」
の
問
題
箇
所
は
「
夷
猿
」
で
は
な
く
「
夷
秋
」
に
作
っ
て
お
り
、

ま
た
右
の
諸
本
の
系
譜
を
引
く
東
京
の
諸
機
関
や
京
都
大
皐
所
蔵
の
近
世
の
寓
本
を
見
て
も
、

や
は
り
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
古
記
」
原

本
は
「
夷
猿
」
と
引
用
し
た
が
、
惟
宗
直
本
が

『
令
集
解
』
編
纂
の
際
に
誤
記
し
た
可
能
性
が
全
く
な
い
諜
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
可
能

性
も
低
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
天
聖
令
」
宋
・
賦
役
令
第
五
侠
に
、

諸
遺
遠
州
有
夷
猿
〔
雑
〕
類
之
所
、
麿
有
輸
役
者
、
随
事
酪
量
、
不
必
同
之
華
夏
。

諸
そ
、
遺
遠
の
州
の
夷
猿
雑
類
有
る
の
所
、
躍
に
輪
役
有
る
べ
き
者
は
、
事
に
随
い
て
酪
量
し
、
必
ず
し
も
之
を
華
夏
と
同
じ
く
せ
ず
。

19 

と
あ
り
、
「
唐
令
拾
遺
」
賦
役
令
第
十
二
僚
(
開
一
冗
二
十
五
年
令
)
に
も
、
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諸
遺
遠
諸
州
有
夷
掠
雑
類
之
所
、
磨
輪
課
役
者
、
随
事
酪
量
、
不
必
同
之
華
夏
。

と
ほ
ぼ
同
文
が
あ
る
の
で
(
復
原
依
様
史
料
「
通
血
ハ
」
食
貨
六
、
賦
挽
下
は
、
「
遼
遠
諸
州
」
を
「
遼
遠
州
」
に
作
る
)
、
宋
令
は
唐
令
を
忠
賓
に
継
承

し
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
と
封
摩
す
る
養
老
・
賦
役
令
「
遺
遠
園
」
僚
に
は
、

諸
遺
遠
固
有
夷
人
雑
類
之
所
、
一
階
輪
調
役
者
、
随
事
酪
量
、
不
必
同
華
夏
。

と
あ
っ
て
、
「
夷
猿
」
を
「
夷
人
」
に
作
っ
て
い
る
(
ち
な
み
に
前
掲
『
集
解
』
諸
窮
本
も
同
様
)

0

こ
れ
ら
か
ら
判
断
す
る
と
、
「
古
記
」
の
「
夷
秋
」
は
書
寓
の
際
の
課
寓
で
は
な
く
、
日
本
が
唐
令
を
受
け
入
れ
る
際
に
、
唐
で
は
い
わ
ば

半
固
有
名
詞
的
な
「
夷
猿
」
と
い
う
用
語
に
馴
染
め
ず
、
こ
れ
を
「
夷
秋
」
「
夷
人
」
に
書
き
改
め
た
と
考
え
る
方
が
穏
嘗
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
。と

こ
ろ
で
、
古
代
日
本
の
律
令
園
家
瞳
制
を
「
東
夷
の
小
中
華
帝
圃
」
と
位
置
づ
け
た
石
母
田
正
氏
は
、
そ
の
領
域
的
秩
序
構
造
を
次
の
よ

(
国
)

う
に
瞳
系
づ
け
た
。

化
内
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、
隣
園
(
唐
)

化
外
(
蕃
園
(
高
知
一
一
蹴
・
新
羅
・
百
済
・
溺
海
等
、
列
島
外
の
図
で
朝
聴
使
を
汲
遣
す
る
主
鐙
)

F

夷
秋
(
蝦
夷
・
隼
人
等
、
列
島
内
に
い
る
図
家
を
形
成
し
な
い
朕
態
で
隷
属
す
る
集
園
)

そ
の
後
、
石
上
英
一
氏
は
、
『
令
集
解
』
職
員
令
「
玄
蕃
寮
」
候
に
規
定
さ
れ
る
「
在
京
夷
秋
」
に
封
し
て
、
「
古
記
」
は
、

古
記
云
、
在
京
夷
秋
、
謂
堕
羅
・
合
衛
・
蝦
夷
等
。
又
説
、
除
朝
鴨
外
、
在
京
唐
国
人
等
、
皆
入
夷
秋
之
例
。

古
記
に
云
う
、
在
京
夷
秋
と
は
、
堕
羅
・
舎
衛
・
蝦
夷
な
ど
を
謂
う
。
又
説
く
、
朝
聴
を
除
く
の
外
、
京
に
在
る
の
唐
園
人
な
ど
、

み

な

夷
秋
の
例
に
入
る
。

と
解
緯
し
て
お
り
、
「
夷
秋
」
に
は
唐
人
や
タ
イ
系
・
イ
ン
ド
系
の
移
住
者
も
含
ま
れ
、
石
母
田
説
で
は
不
十
分
で
あ
る
の
で
、
「
夷
秋
」
を
さ



(
口
)

ら
に
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
た
。

列
島
内
に
居
住
す
る
集
圏
:
:
:
蝦
夷
・
隼
人
・
南
島
人
・
園
栖

列
島
外
か
ら
移
住
し
て
き
た
集
圏
:
:
:
中
園
系
・
朝
鮮
系
・
北
東
ア
ジ
ア
系
・
そ
の
他

ま
た
、
律
令
係
丈
の
化
内
・
化
外
・
外
蕃
・
夷
狭
な
ど
の
用
例
を
分
析
し
た
今
泉
隆
雄
氏
は
、
夷
秋
は
化
外
人

(
U
外
蕃
人
)
に
含
ま
れ
ず
、

招
慰
も
し
く
は
征
討
の
結
果
と
し
て
京
や
地
方
官
街
に
朝
貢
(
園
家
閣
の
朝
聴
で
は
な
い
)
し
、
原
初
的
な
「
ミ
ツ
キ
」
「
エ
ダ
チ
」
を
進
貢
す

(
刊
日
)

る
主
盟
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
夷
秋
は
令
制
の
課
役
を
負
捨
せ
ず
、
法
的
に
は
時
化
の
主
盟
と
な
り
得
な
い
と
さ
れ
た
。
そ
れ

に
釘
し
て
、
田
中
史
生
氏
は
、
蝦
夷
(
夷
秋
)
は
法
的
に
は
蹄
化
が
想
定
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
蝦
夷
を
化
外
人
で

は
な
い
と
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
九
世
紀
に
な
る
と
王
朝
側
は
蝦
夷
が
開
化
す
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
と
し
て
、
夷
秋
と
化
外
人
の
閲

(
四
)

係
を
一
部
修
正
さ
れ
た
。
伊
藤
循
氏
は
、
夷
秋
は
蝦
夷
と
南
島
人
を
指
し
、
日
本
の
律
令
園
家
が
東
・
西
・
南
・
北
の
化
外
を
形
成
す
る
た
め

に
創
出
さ
れ
た
も
の
で
、
蝦
夷
の
「
存
囚
」
と
は
化
外
人
が
化
内
人
化
し
た
形
態
で
あ
り
、
隼
人
の
場
合
は
化
内
の
地
に
居
住
し
て
い
て
も
夷

(

川

山

)

秋
の
範
時
に
は
入
ら
な
い
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
同
じ
く
蝦
夷
を
分
析
さ
れ
た
武
唐
亮
平
氏
は
、
蝦
夷
は
律
令
の
身
分
で
は
夷
秋
・
化
外
人
に

設
定
さ
れ
、
百
姓
化
を
目
的
と
し
た
「
撫
慰
」
の
針
象
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
封
す
る
蝦
夷
一
吐
舎
の
抵
抗
が
「
存
囚
」
身
分
を
創
設
さ
せ
、
や

(
乱
)

が
て
そ
れ
が
「
異
類
」
認
識
へ
と
つ
な
が
る
と
見
て
、
律
令
園
家
の
蝦
夷
認
識
に
段
階
差
が
存
在
す
る
こ
と
を
論
じ
ら
れ
た
。
熊
田
亮
介
氏
は
、

し
か
し
蝦
夷
は
法
制
上
は
蹄
化
・
外
冠
の
主
瞳
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
附
貫
の
封
象
で
も
な

21 

夷
秋
の
中
核
と
な
る
の
は
蝦
夷
で
は
あ
る
が
、

一
貫
し
て
「
教
化
」
の
封
象
と
い
う
形
態
を
一
一
小
す
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
日
本
の
夷
秋
の
内
賓
は
不
透
明
で
賓
躍
を
と
も
な
わ
ず
、
蝦

(
幻
)

夷
H

夷
秋
H

化
外
人
と
い
う
理
解
や
、
蹄
服
蝦
夷
H

化
内
人
、
未
服
蝦
夷
H

化
外
人
と
い
う
見
方
は
再
検
討
の
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
大
町

健
氏
は
、
こ
れ
ら
の
論
貼
を
整
理
さ
れ
た
上
で
、
日
本
古
代
に
お
い
て
外
蕃
と
夷
秋
が
匿
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
事
賓
で
あ
り
、
そ
の
分
離
の

く

21 

契
機
は
、
中
固
か
ら
見
れ
ば
東
夷
で
あ
る
日
本
古
代
園
家
が
自
己
の
中
華
思
想
に
よ
っ
て
蝦
夷
を
東
夷
と
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と

(
幻
)

推
定
さ
れ
た
。
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一
方
、
日
本
に
お
け
る
夷
秋
と
い
う
自
他
認
識
の
形
成
に
つ
い
て
、
河
内
春
人
氏
は
、
も
と
も
と
は
東
西
二
方
面
の
居
住
集
圏
に
封
す
る
車

護
的
な
観
念
が
、
七
世
紀
中
葉
か
ら
後
宇
に
か
け
て
四
夷
意
識
へ
と
愛
貌
を
と
げ
、
律
令
制
導
入
に
よ
っ
て
四
方
周
遣
に
封
す
る
差
別
化
と

(
討
)

「
夷
狭
」
設
定
が
完
成
す
る
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
田
中
聴
氏
は
、
六
l
七
世
紀
に
倭
固
と
多
様
な
閲
係
を
持
っ
た
異
種
集
圏
の
具
睦
的
事
例
を

取
り
上
げ
(
「
夷
人
」
的
関
係
と
稽
す
)
、
そ
れ
ら
は
律
令
国
家
が
新
た
に
空
間
的
な
華
夷
観
念
を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
夷
秋
」
「
外
蕃
」

(
お
)

「
公
民
」
の
枠
組
み
に
整
理
さ
れ
た
と
し
て
、
「
夷
秋
」
と
は
そ
れ
以
前
の
「
夷
人
」
的
関
係
が
再
編
さ
れ
た
観
念
と
と
ら
え
ら
れ
た
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
古
代
日
本
に
お
け
る
「
民
族
」
と
そ
の
統
治
理
念
の
問
題
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
石
母
田
氏
提
唱
の

構
造
の
う
ち
、
特
に
「
夷
秋
」
の
と
ら
え
方
が
一
つ
の
核
と
な
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
貰
は
唐
令
に
は
「
夷
秋
」
な
る
概
念
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
賓
瞳
を
と
も
な
っ
た
「
夷
療
」

で
あ
り
、
彼
ら
の
緊
落
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
唐
令
の
理
念
で
は
「
外
蕃
人
」
と
「
夷
秋
」
と
は
と
も
に
百
姓
化
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
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た
形
態
で
あ
る
と
と
ら
え
た
り
、
唐
令
で
は
「
夷
秋
」
も
課
役
負
捨
が
前
提
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
の
「
夷
秋
」
の
形
態
を
考

え
る
方
法
は
、
安
官
な
手
績
き
と
は
い
え
な
い
。
唐
令
の
理
念
に
は
、
「
夷
秋
」
と
い
う
身
分
や
形
態
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

今
泉
氏
は
、
唐
令
「
夷
秋
新
招
慰
、
附
戸
貫
者
、
復
一
一
一
年
」
(
前
掲
〔
史
料
B
〕
『
拾
遺
』
賦
役
令
第
十
七
篠
)
は
、
夷
秋
が
招
慰
に
よ
っ
て
時
服
・

移
住
し
た
が
遺
遠
州
が
ま
だ
設
置
さ
れ
て
い
な
い
段
階
の
規
定
で
あ
り
、
そ
れ
に
釘
し
て
唐
令
「
諸
遺
遠
諸
州
有
夷
猿
雑
類
之
所
」
佼
(
前
掲

(
お
)

『
拾
遺
』
賦
役
令
第
十
二
一
保
)
は
、
遺
遠
州
に
移
住
し
て
復
三
年
が
終
わ
る
段
階
の
規
定
と
解
樟
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
熊
田
氏
が
指
摘
さ

(
幻
)

れ
た
よ
う
に
、
必
ず
し
も
二
段
階
と
し
て
解
緯
す
る
必
要
は
な
く
、
夷
擦
の
緊
落
が
唐
の
州
牒
制
に
組
み
込
ま
れ
で
も
、
そ
の
よ
う
な
遺
遠
州

の
課
役
は
内
地
百
姓
の
租
調
役
と
同
様
に
す
る
の
で
は
な
く
、

し
か
も
昔
初
の
三
年
間
は
給
復
す
る
と
解
轄
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一方、

日
本
令
の
解
稗
に
お
い
て
も
、
日
本
令
は
「
諸
蕃
」
と
は
異
な
る
概
念
と
し
て
「
夷
秋
」
を
導
入
し
、
雨
者
を
匝
別
し
た
う
え
で

「
夷
秋
給
復
三
年
」
を
削
除
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
給
復
は
「
諸
蕃
」
の
時
化
人
へ
の
一

O
年
制
に
一
本
化
し
た
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て

(
お
)

「
夷
秋
」
の
時
化
は
概
念
上
あ
り
得
な
い
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
に
も
、
疑
問
の
品
跡
地
が
蔑
さ
れ
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
令
は
「
夷
狭
」
を



導
入
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
唐
令
の
「
夷
猿
」
が
白
園
の
状
況
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
た
め
に
、
そ
れ
を
「
夷
人
」
「
夷
秋
」
と
い
う
言
葉
に
置
き

換
え
た
に
す
、
ぎ
な
い
と
い
う
解
稗
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
養
老
令
候
丈
の
本
丈
に
「
夷
秋
」
な
る
語
が
使
用
さ
れ
る
の
は
、
職

一
例
の
み
で
あ
る
。
も
し
、
日
本
賦
役
令
「
遺
遠
国
」
僚
の
「
夷
人
」
や
「
浸
落
外
蕃
」
候
所
引
「
古

員
令
「
玄
蕃
寮
」
僚
の
「
在
京
夷
秋
」

記
」
の
「
夷
狭
」
が
、
唐
令
「
夷
猿
」
の
語
を
避
け
た
だ
け
だ
と
し
た
ら
、
「
在
京
夷
狭
」
が
本
首
に
「
夷
狭
身
分
」
「
夷
秋
形
態
」
を
規
定
し

た
も
の
と
言
い
切
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
た
だ
車
に
「
京
師
に
い
る
外
国
人
」
の
意
と
い
う
可
能
性
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、

夷
捺
を
夷
秋
と
改
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
「
秋
」
に
こ
そ
意
園
を
込
め
た
と
も
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

そ
う
考
え
た
場
合
、
「
猿
望
遠

園
」
候
の
「
夷
人
」
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

日
本
古
代
の
王
朝
が
、
列
島
外
の
地
を
「
化
外
」
と
稽
し
、
そ
こ
に
居
住
す
る
人
々
を
「
化
外
人
」
「
外
蕃
人
」
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
は

確
か
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
列
島
内
に
王
朝
の
数
化
に
従
わ
ず
、
あ
る
い
は
従
っ
て
も
百
姓
と
は
異
な
っ
た
生
活
文
化
を
保
持
す
る
人
々
が
存
在

し
た
こ
と
も
、
事
貰
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
唐
令
を
首
然
熟
知
し
て
い
た
大
賓
令
・
養
老
令
の
編
纂
者
や
明
法
家
た
ち
が
、
唐
令
に
は
存
在
し

な
い
「
夷
秋
」
と
い
う
概
念
・
範
醇
を
創
作
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
列
島
内
の
人
々
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
賄

23 

は
、
自
ず
と
別
問
題
で
あ
る
。
詳
細
は
日
本
古
代
史
の
専
門
家
と
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
天
聖
令
の
出
現
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も

「
夷
狭
」
な
る
身
分
・
形
態
に
つ
い
て
は
基
礎
的
な
部
分
か
ら
あ
ら
た
め
て
問
い
直
す
必
要
性
が
生
じ
た
こ
と
だ
け
は
、
確
か
で
あ
ろ
う
。

四

天
聖
令
に
お
け
る
輪
羊
・
銀
銭
規
定
そ
の
他
の
候
文
の
扱
い

(
1
)
 
輪
羊
・
銀
銭
規
定
候
丈
の
削
除

さ
て
、
奮
稿
に
お
い
て
分
析
し
た
唐
・
賦
役
令
三
僚
の
う
ち
の
残
る
一
線
、
す
な
わ
ち
前
掲
〔
史
料
C
〕
「
諸
国
蕃
胡
内
附
者
」
に
封
す
る

23 

輪
羊
・
銀
銭
規
定
(
『
拾
遺
』
賦
役
令
第
六
係
)
は
、
天
聖
令
で
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
賓
は
、
こ
の
僚
丈
は
一
大
聖
令
の
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宋
令
・
不
行
唐
令
い
ず
れ
に
も
全
く
見
出
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
今
に
し
て
思
え
ば
、
『
通
典
」
食
貨
典
六
、
賦
税
下
の
開
元
二
十

五
年
令
に
基
づ
く
と
さ
れ
る
課
役
規
定
記
事
群
の
な
か
に
輪
羊
・
銀
銭
規
定
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
開
元
二
十
五
年
令
に
同
僚

は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
ヒ
ン
ト
は
、
す
で
に
輿
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
杜
佑
が
編
纂
に
あ
た
っ
て
こ
の
い
わ
ば
特
殊
な
税

制
を
省
略
し
た
可
能
性
も
完
全
に
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
断
定
は
困
難
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
天
聖
令
の
出
現
に
よ
っ
て
、

同
僚
が
開
元
二
十
五
年
令
(
も
し
く
は
そ
れ
を
制
継
承
し
た
唐
後
宇
期
の
令
)
に
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
は
動
か
せ
な
く
な
っ
た
。

た
だ
し
、
輸
羊
・
銀
銭
規
定
が
そ
れ
以
前
の
唐
令
に
も
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
諜
で
は
な
い
。
『
奮
唐
主
日
』
在
四
八
、
食
貨
志
上
に
、

武
徳
七
年
、
始
定
律
令
。
:
:
:
賦
役
之
法
、
:
:
:
蕃
胡
内
附
者
、
上
戸
丁
税
銭
十
丈
、
次
戸
五
丈
、
下
戸
克
之
。
附
経
二
年
者
、
上
戸
丁

輪
羊
二
口
、
次
戸
一
口
、
下
三
戸
共
一
口
。

と
あ
り
、
「
賦
役
之
法
」
以
下
の
中
略
部
分
に
は
、
租
調
規
定
、
歳
役
規
定
、
嶺
南
税
米
規
定
が
、
引
用
部
分
の
次
に
は
災
害
課
役
克
除
規
定

が
記
さ
れ
る
(
『
珊
府
元
亀
』
巻
四
八
七
、
邦
計
部
賦
税
一
も
同
じ
。
『
通
血
(
』
巻
六
、
食
品
貝
典
賦
税
十
は
中
略
部
分
に
調
・
歳
役
記
事
が
な
い
が
そ
の
他
は
同
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じ
)
。
こ
の
書
き
方
か
ら
見
て
、
右
の
燦
丈
は
武
徳
七
年
賦
役
令
に
は
存
在
し
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
『
大
唐
六
典
」
巻
三
、
戸
部

郎
中
員
外
郎
「
賦
役
之
制
」
の
僚
に
も
、
前
掲
〔
史
料
C
〕
の
記
述
が
あ
り
、
『
六
典
」
は
聞
元
七
年
令
に
基
づ
い
て
編
纂
さ
れ
た
と
す
る
の

が
向
学
界
の
ほ
ぼ
通
念
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
従
え
ば
開
元
七
年
令
に
も
輪
羊
・
銀
銭
規
定
は
存
在
し
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
〔
史
料

(
鈎
)

C
〕
の
九
等
戸
規
定
の
部
分
に
閲
し
て
は
、
唐
の
九
等
戸
制
は
貞
観
九
年
に
始
ま
る
と
さ
れ
る
の
で
、
武
徳
七
年
令
の
候
丈
に
は
存
在
せ
ず
、

そ
れ
以
後
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
よ
い
と
す
れ
ば
、
天
聖
令
で
は
不
行
唐
令
の
候
丈
群
に
も
こ

の
規
定
が
見
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
輪
羊
・
銀
銭
規
定
の
候
丈
は
聞
元
二
十
五
年
令
編
纂
の
段
階
で
削
除
さ
れ
た
と
解
轄
す
る
の
が
最
も
穏

首
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
右
に
間
れ
た

「
奮
唐
書
』
食
貨
志
の
嶺
南
税
米
規
定
は
、
「
六
典
』
戸
部
「
賦
役
之
制
」
に
も
同
じ
規
定
が
記
さ
れ
て
お
り
、

そ
こ
に
は

〔
史
料
C
〕
に
績
い
て
、



凡
嶺
南
諸
州
税
米
者
、
上
戸
一
石
二
斗
、
次
戸
八
斗
、
下
戸
六
斗
。
若
夷
猿
之
戸
、
皆
従
宇
輪
。

凡
そ
、
嶺
南
の
諸
州
の
税
米
は
、
上
戸
は
一
石
二
斗
、
次
戸
は
八
斗
、
下
戸
は
六
斗
と
せ
よ
。
夷
猿
の
戸
の
若
き
は
、
皆
、
宇
輪
に
従
え
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
「
夷
捺
之
戸
」
は
、
も
ち
ろ
ん
前
節
で
見
た
嶺
南
道
に
居
住
す
る
夷
猿
が
招
慰
な
ど
の
結
果
と
し
て
唐
の
戸
口
に
把

握
さ
れ
た
形
態
で
あ
り
、
嶺
南
遁
の
住
民
に
は
そ
の
一
般
的
生
業
か
ら
税
米
が
課
さ
れ
る
が
、
夷
猿
戸
の
納
税
額
は
百
姓
の
半
額
と
す
る
こ
と

を
規
定
し
て
い
る
。
嶺
南
道
の
税
制
は
特
殊
な
の
で
こ
の
よ
う
な
規
定
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
見
え
る
夷
擦
の
税
米
竿
輪
も
、
基

本
的
に
は
前
掲
賦
役
令
「
遺
遠
諸
州
有
夷
猿
雑
類
之
所
:
:
:
不
必
同
之
華
夏
」
の
封
象
に
含
ま
れ
、
租
調
役
よ
り
負
捨
の
軽
い
「
軽
税
州
」
の

(
初
)

範
轄
に
入
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
右
の
規
定
は
、
『
奮
唐
主
目
』
食
貨
志
と

と
同
様
に
武
徳
七
年
令
と
開
元
七
年
令
の
賦
役
令
に
こ
の
候
丈
は
存
在
し
た
と
見
て
よ
い
。
と
こ
ろ
が
、
天
聖
令
に
は
や
は
り
こ
の
候
丈
は
見

「
六
典
』
戸
部
の
「
賦
役
之
制
」
に
と
も
に
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
輸
羊
・
銀
銭
規
定

軽
税
諸
州
、
高
麗
・
百
済
磨
差
征
鎮
者
、
並
令
克
課
役
。
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え
な
い
の
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
が
、
次
の
規
定
に
も
い
え
る
。
『
六
典
』
に
は
、
右
の
嶺
南
税
米
規
定
に
績
い
て
、

軽
税
諸
州
の
、
高
麗
・
百
済
の
磨
に
征
鎮
に
差
す
べ
き
者
は
、
並
び
に
課
役
を
克
ぜ
し
め
よ
。

と
あ
る
。
中
園
遺
境
の
軽
税
州
に
移
住
し
、
ま
た
は
中
園
領
に
組
み
込
ま
れ
て
唐
の
戸
口
と
し
て
把
握
さ
れ
た
高
句
麗
人
・
百
済
人
を
軍
鎮
に

徴
兵
し
た
場
合
の
課
役
克
除
規
定
で
あ
る
。
『
奮
唐
主
目
』
食
貨
志
の
「
賦
役
之
制
」
に
は
見
え
な
い
規
定
な
の
で
、
武
梧
七
年
令
に
こ
の
燦
丈

が
存
在
し
た
と
は
い
え
な
い
が
、
「
六
典
』
戸
部
に
は
記
さ
れ
る
の
で
、
開
元
七
年
令
に
は
存
在
し
た
と
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
『
唐
令
拾
遺
』

は
こ
の
記
事
を
上
掲
嶺
南
税
米
規
定
と
あ
わ
せ
て
賦
役
令
第
七
僚
(
武
徳
七
年
令
、
開
元
七
年
令
)
と
し
て
復
原
し
た
が
、
聞
元
七
年
令
で
こ
の

雨
種
の
規
定
が
同
一
候
丈
中
に
記
さ
れ
て
い
た
の
か
、
別
保
だ
っ
た
の
か
ま
で
は
断
定
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
候
文

も
天
聖
令
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
『
通
典
」
食
貨
典
六
、
賦
税
下
の
聞
元
二
十
五
年
令
に
基
づ
く
と
さ
れ
る
課
役
規

25 

定
群
の
な
か
に
も
、
右
の
嶺
南
諸
州
税
米
規
定
と
高
麗
・
百
済
麿
差
征
鎮
規
定
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
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と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
唐
で
は
園
初
の
武
徳
七
年
令
で
定
め
た
規
定
に

基
づ
い
て
諸
族
を
統
治
し
始
め
、
そ
の
後
そ
れ
に
様
々
の
運
用
方
法
が
加
わ
り
、
そ
れ
ら
の
事
情
を
踏
ま
え
て
開
元
七
年
令
を
制
定
し
た
が
、

あ
ら
た
め
て
開
元
二
十
五
年
令
を
制
定
す
る
段
階
に
至
っ
て
そ
う
し
た
い
わ
ば
特
殊
な
税
制
規
定
は
す
べ
て
削
除
さ
れ
た
、
と
。

そ
の
削
除
の
手
績
き
で
あ
る
が
、
『
六
典
』
に
は

〔
史
料
C
〕
輪
羊
・
銀
銭
規
定
に
績
い
て
、

凡
内
附
後
所
生
子
、
師
同
百
姓
、
不
得
矯
蕃
戸
也
。

凡
そ
、
内
附
の
後
に
生
ま
る
る
所
の
子
は
、
即
ち
百
姓
と
同
じ
に
し
て
、
蕃
戸
と
震
る
を
得
、
ざ
る
な
り
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
「
蕃
戸
」
が
、
輸
羊
・
銀
銭
規
定
の
封
象
者
と
同
値
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
遺
遠
諸
州
の
夷
猿
雑
類
や
軽
税
州
も

範
障
に
含
む
の
か
の
断
定
は
困
難
で
あ
る
が
、
〔
史
料
C
〕
に
績
け
て
記
さ
れ
る
の
で
、
少
な
く
と
も
輪
羊
・
銀
銭
規
定
の
釘
象
者
は
蕃
戸
に

含
ま
れ
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
開
元
七
年
令
で
は
、
内
附
の
後
に
唐
で
生
ま
れ
た
二
世
に
は
、
輸
羊
や
銀
銭
で
は
な
く
、
租

一
方
、
前
述
の
と
お
り
、
「
遺
遠
州
」
僚
は
天
聖
令
・
宋
令
と
日
本
令
の
ど
ち
ら
に
も

調
役
が
課
さ
れ
る
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
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存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
候
文
は
唐
令
に
は
一
貫
し
て
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
か
ら
判
断
す
る
と
、
唐
は
内
地
の
鴇
康

州
民
や
軽
税
州
民
、
ま
た
は
商
業
に
携
わ
る
非
百
姓
の
外
園
人
な
ど
に
封
す
る
謀
役
を
、
二
世
か
ら
百
姓
化
す
る
形
で
租
調
役
負
捨
の
範
障
に

取
り
組
み
、
遺
遠
州
の
課
役
は
そ
の
地
域
的
事
情
を
考
慮
し
て
存
績
さ
せ
、
こ
の
二
本
立
て
の
形
で
税
制
を
単
純
化
し
た
と
理
解
し
て
よ
い
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ま
で
非
百
姓
的
課
役
を
負
捨
し
て
い
た
内
附
民
族
は
、
開
元
二
十
五
年
令
以
後
は
百
姓
・
遺
遠
州
民
の

い
ず
れ
か
に
振
り
分
け
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
建
園
後
百
年
以
上
の
年
月
を
経
験
し
た
唐
が
、
そ
の
多
民
族
統
治
王
朝

と
し
て
よ
う
や
く
枇
舎
が
成
熟
し
て
き
た
こ
と
の
一
つ
の
現
れ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(
2
)
 
「
蕃
域
」
「
組
域
」
規
定
に
つ
い
て

前
節
で
、
古
代
日
本
の
民
族
統
治
に
お
け
る
「
夷
秋
」
概
念
に
封
し
て
、
若
干
の
疑
義
を
呈
し
た
。
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、

日
本
の
古
代
王



朝
の
園
家
構
造
理
念
が
、
「
夏
華
」
「
夷
秋
」
「
外
蕃
」
と
い
う
い
わ
ば
三
重
構
造
的
な
理
念
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
と
い
う
貼

へ
の
疑
問
で
も
あ
っ
た
。
賓
は
、
や
や
類
似
し
た
問
題
が
、
天
聖
令
の
出
現
に
よ
っ
て
唐
代
史
研
究
の
分
野
で
も
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
す

な
わ
ち
、
「
蕃
域
」
「
絶
域
」
の
問
題
で
あ
り
、
唐
代
中
園
の
天
下
観
や
化
内
・
化
外
構
造
理
念
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、
最
後
に
こ
の
間

題
を
取
り
上
げ
た
い
。

『
唐
令
拾
遺
』
雑
令
第
十
四
僚
は
、
次
の
よ
う
に
復
原
さ
れ
て
い
た
。

一
千
里
外
停
徴
。
己
造
衣
裳
聴
粂
納
。
東
至
高
麗
、
南
至
量
一

瞬
、
西
至
波
斯
・
吐
蕃
及
堅
日
比
都
督
、
北
至
突
一
敗
・
契
丹
・
昧
鞠
、
並
馬
入
蕃
、
徐
矯
絶
域
。
(
開
一
万
二
十
五
年
令
、
依
嫁
史
料
『
白
氏
六
帖

諸
官
人
縁
使
、
諸
色
行
人
請
賜
誌
、
停
行
並
却
徴
。
己
護
五
百
里
外
徴
牛
、

事
類
集
』
巻
一
六
、
和
戎
)

諸
そ
、
官
人
の
使
に
縁
り
、
諸
色
の
行
人
請
い
て
賜
い
誌
り
て
、
行
を
停
め
れ
ば
並
び
に
却
け
徴
せ
。
己
に
護
し
て
五
百
里
外
な
ら
ば
竿

ば
を
徴
し
、

一
千
里
外
な
ら
ば
徴
を
停
め
よ
。
巳
に
衣
裳
を
造
り
し
は
、
乗
ね
納
む
る
を
聴
せ
。
東
は
高
麗
に
至
り
、
南
は
員
臓
に
至
り
、

27 

こ
こ
に
、

西
は
波
斯
・
吐
蕃
及
び
堅
昆
都
督
に
至
り
、
北
は
突
一
敗
・
契
丹
・
昧
鞠
に
至
る
を
、
並
び
に
蕃
に
入
る
と
矯
し
、
絵
は
絶
域
と
話
せ
。

そ
の
外
を
「
絶
域
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の

四
至
の
記
述
が
見
え
、
こ
れ
ら
の
圃
・
民
族
に
至
る
ま
で
の
範
園
を
「
入
蕃
」
、

「
入
蕃
」
を
、
「
絶
域
」
と
封
比
さ
せ
て
便
宜
上
「
蕃
域
」
と
稽
し
、
唐
は
化
外
の
地
を
「
蕃
域
」
「
絶
域
」
の
二
重
構
造
理
念
に
よ
っ
て
と
ら

(
引
)

え
て
い
た
と
す
る
理
解
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
天
聖
令
の
宋
・
雑
令
第
二
十
僚
は
、
次
の
よ
う
な
燦
丈
で
あ
っ
た
。

一
千
里
外
者
勿
納
。
麿
納
者
、
若
巳
遣
衣
物
、
の

諸
官
人
縁
使
、
及
諸
色
行
人
請
賜
誌
、
停
行
者
、
並
却
納
。
巳
護
五
百
里
外
者
納
半
、

聴
衆
納
。
其
官
人
有
犯
罪
追
還
者
、
但
未
達
前
所
、
賜
物
並
復
納
。

諸
そ
、
官
人
の
使
に
縁
る
、
及
び
諸
色
の
行
人
請
い
て
賜
い
詑
り
て
、
行
を
停
め
れ
ば
、
並
び
に
却
け
納
れ
よ
。
巳
に
設
し
て
五
百
里
外

な
ら
ば
半
ば
を
納
れ
、

一
千
里
外
な
ら
ば
納
を
停
め
よ
。
躍
に
納
る
べ
き
者
、
若
し
己
に
衣
裳
を
造
り
し
は
、
兼
ね
納
む
る
を
聴
せ
。
其
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れ
、
官
人
の
罪
を
犯
し
て
迫
還
す
る
こ
と
有
る
者
は
、
但
だ
未
だ
前
所
に
達
せ
ざ
れ
ば
、
賜
物
は
並
び
に
復
た
納
れ
よ
。
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『
拾
遺
」
の
候
丈
と
違
っ
て
「
徴
」
と
「
納
」
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
意
味
が
取
り
に
く
い
が
、
今
は
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ

こ
に
は
四
至
記
事
も
「
入
蕃
」
「
絶
域
」
の
丈
言
も
見
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
丈
言
は
、
不
行
唐
令
を
含
め
た
他
の
僚
丈
に
も
一
切
見
首
た
ら
な

い
の
で
あ
る
。

一
方
、
封
廃
す
る
養
老
雑
令
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

凡
官
人
等
因
使
得
賜
、
使
事
停
者
、
所
賜
之
物
、
並
不
在
迫
限
。
其
有
犯
罪
迫
還
者
、
所
賜
物
並
徴
納
。

凡
そ
、
官
人
ら
、
使
に
因
り
て
賜
を
得
、
使
の
事
停
ま
ば
、
賜
う
所
の
物
は
、
並
び
に
追
す
る
限
り
に
在
ら
ず
。
其
の
罪
を
犯
し
て
追
還

す
る
こ
と
有
る
者
は
、
賜
う
所
の
物
は
並
び
に
徴
納
せ
よ
。

」
れ
を
見
れ
ば
、
内
容
的
に
は

『
拾
遺
」
復
原
候
丈
よ
り
も
天
聖
令
の
候
丈
に
は
る
か
に
近
い
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
日
唐

雑
令
の
こ
の
候
丈
は
、
官
人
が
使
者
と
し
て
祇
遣
さ
れ
る
際
の
賜
物
に
闘
し
て
規
定
し
た
も
の
で
、

お
そ
ら
く
唐
令
で
は
武
徳
七
年
令
か
ら
ほ
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ぼ
同
内
容
の
候
文
が
継
承
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
規
定
は
、
本
来
は
外
国
へ
抵
遣
さ
れ
る
使
人
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
た
か
も
そ
う
思
え
て
し
ま
う
の
は
、
『
拾
遺
』

の
復
原
依
撮
史
料
『
白
氏
六
帖
」
に
四
至
と
「
入
蕃
」
「
絶
域
」
規
定

が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
す
、
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
「
入
蕃
」
「
絶
域
」
規
定
の
源
は
、
『
唐
舎
要
」
巻
一

0
0
、
雑
録
に
、

聖
暦
三
年
(
七
O
O
)
三
月
六
日
救
、
「
東
至
高
麗
園
、
南
至
異
服
園
、
西
至
波
斯
・
吐
蕃
及
堅
昆
都
督
府
、
北
至
契
丹
・
突
阪
・
昧
鞠
、

並
潟
入
番
、
以
外
矯
絶
域
。
其
使
麿
給
料
、
各
依
式
」

0

と
あ
る
救
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
白
氏
六
帖
』

の
記
事
は
、
前
宇
部
分
(
「
じ
法
衣
裳
聴
粂
納
」
ま
で
)
は
開
元
二
十
五
年
令
を
引
用
し
、
後
宇

部
分
は
聖
暦
三
年
三
月
六
日
救
を
引
用
し
て
、
繋
ぎ
合
わ
せ
た
丈
章
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
唐
舎
要
』
雑
録
に
採
録
さ
れ
た
聖
暦
三
年
三
月
六
日
救
の
前
後
に
は
、
次
の
よ
う
な
救
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

詮
聖
元
年
(
六
九
五
)
九
月
五
日
救
、
「
蕃
園
使
入
朝
、
其
糧
料
各
分
等
第
給
。
南
天
竺
・
北
天
径
一
・
波
斯
・
大
食
等
園
使
、
宜
給
六
箇
月



糧、

F
利
悌
誓
・
異
臓
・
詞
陵
等
圃
使
、
給
五
箇
月
糧
、
林
邑
園
使
、
給
三
箇
月
糧
」
。

詮
聖
元
年
(
六
九
五
)
九
月
五
日
救
す
、
「
蕃
園
使
の
入
朝
す
る
に
、
其
の
糧
料
は
お
の
お
の
等
第
を
分
か
ち
て
給
せ
。
南
天
径
一
・
北
天

竺
・
波
斯
・
大
食
等
の
固
の
使
い
は
、
宜
し
く
六
箇
月
の
糧
を
給
す
べ
く
、
戸
利
悌
誓
・
員
臨
・
詞
陵
等
の
圃
の
使
い
は
、

五
箇
月
の
糧

を
給
し
、
林
口
巴
園
の
使
い
は
、
三
箇
月
の
糧
を
給
せ
」
と
。

開
一
冗
四
年
(
七
一
六
)
正
月
九
日
救
、
「
昧
鞠
・
新
羅
・
吐
蕃
、
先
無
里
数
。
毎
遣
使
給
賜
、
宜
準
七
千
里
以
上
給
附
也
」
o

開
元
四
年
(
七
一
六
)
正
月
九
日
救
す
、
「
抹
鞠
・
新
羅
・
吐
蕃
は
、
先
に
里
数
無
し
。
使
い
を
遣
わ
し
賜
を
給
す
る
ご
と
に
、
宜
し
く
七

千
里
以
上
に
準
じ
て
給
附
す
べ
き
な
り
」
と
。

こ
れ
ら
の
救
は
、
外
国
か
ら
唐
に
祇
遣
さ
れ
て
き
た
使
節
が
時
国
の
途
に
着
く
に
あ
た
っ
て
、
唐
側
が
保
詮
す
る
族
費
・
食
糧
の
支
給
額
に

闘
し
て
定
め
た
候
令
で
あ
る
。

一
方
、
聖
暦
三
年
三
月
六
日
救
は
、
逆
に
唐
の
使
者
が
外
固
に
行
く
場
合
の
旋
費
・
食
糧
を
規
定
し
た
も
の
で

29 

あ
る
が
、

い
ず
れ
の
場
合
も
極
め
て
賓
務
的
な
内
容
を
と
も
な
う
候
令
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
三
つ
の
詔
救
は
、
七
世
紀

末
!
八
世
紀
初
期
の
時
期
、
す
な
わ
ち
武
后
朝
末
期
l
玄
宗
朝
初
期
に
か
け
て
護
せ
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
太
宗
・
高
宗
朝
に
束
・
西
突

厭
や
高
句
麗
と
の
抗
争
を
終
結
さ
せ
、
外
交
事
務
に
成
熟
し
て
き
た
唐
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
に
、
外
国
使
節
の
時
路
や
自
国
祇
遣
使
節
の
往

復
の
糧
料
支
給
に
閲
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

聖
暦
三
年
救
を
あ
ら
た
め
て
見
て
み
る
と
、
こ
の
救
は
末
尾
の
「
躍
に
給
す
べ
き
の
料
は
お
の
お
の
式
に
依
れ
」
の
部
分
に
眼
目
が
置
か
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
式
の
規
定
内
容
は
知
る
べ
く
も
な
い
が
、
「
式
に
依
れ
」
と
記
さ
れ
る
詔
救
が
、
開
元
二
十
五
年
令

の
候
丈
に
は
採
録
さ
れ
ず
、
そ
れ
よ
り
も
後
世
の

『
白
氏
六
帖
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

お
そ
ら
く
聖
暦
三
年
救
は
「
格
」
に

採
録
さ
れ
て
停
え
ら
れ
た
と
理
解
し
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
、
『
白
氏
六
帖
」

の
記
述
に
基
づ
い
て
、
唐
の
天
下
理
念
で
は
化
外
の
地
を
「
蕃
域
」
「
絶
域
」

29 

に
分
け
て
と
ら
え
て
い
た
と
い
う
、
化
外
「
二
重
構
造
」
的
解
轄
を
と
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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内附民族封象規定継承表

規定内容 武徳7年令 開元7年令 開元25年令 天聖令

化外人時朝者附貫 O O O × 

外蕃投化者復10年 O O O × 

夷猿招慰者復3年 つ O O × 

銀銭・輪羊規定 O O × × 

嶺南税米・夷猿宇輪規定 O O × × 

高麗・百済征鎮者の課役克除 ×つ O × × 

内附後生子の百姓化規定 ワ O × × 

遺遠州夷捺雑類税 O O O O 

入蕃・絶域の程糧 × × × × 

表 1

む

ぴ

す

以
上
、
述
べ
た
こ
と
を
要
約
す
れ
ば
、

① 

奮
稿
で
取
り
上
げ
た
唐
・
賦
役
令
規
定
三
僚
の
う
ち
、
「
外
蕃
人
投
化
者
復

十
年
」
規
定
(
『
拾
遺
』
賦
役
令
第
十
六
候
)
と
「
夷
秋
招
慰
者
復
三
年
」
規
定

(
同
第
十
七
候
)
と
は
、
唐
令
で
は
同
一
候
文
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
後
者
の

原
丈
は
「
夷
秋
」
で
は
な
く
「
夷
猿
」
で
あ
っ
た
。

② 

「
夷
掠
」
と
は
、
現
在
の
四
川
・
貴
州
・
雲
南
・
慶
東
省
・
江
西
壮
族
自
治

匝
に
分
布
す
る
種
族
で
、
貰
瞳
を
と
も
な
っ
た
あ
る
特
定
の
種
族
を
指
す
用
語
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で
あ
り
、
賦
役
令
の
篠
丈
は
彼
ら
を
新
た
に
唐
の
戸
籍
に
組
み
込
ん
だ
際
の
規

定
で
あ
る
。

③ 

日
本
の
法
制
史
料
に
見
え
る
「
夷
狭
」
「
夷
人
」
は
唐
の
「
夷
猿
」
を
書
き

換
え
た
表
現
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
に
依
擦
し
て
身
分
形
態
と
し
て
の

「
夷
秋
」
を
想
定
す
る
考
え
方
に
は
、
再
考
の
飴
地
が
残
さ
れ
る
。

④ 

「
輪
羊
・
銀
銭
」
規
定
(
『
拾
遺
」
賦
役
令
第
六
候
)
は
、
「
嶺
南
諸
州
税
米
」

規
定
(
同
第
七
僚
)
な
ど
の
特
殊
税
と
と
も
に
、
聞
元
二
十
五
年
令
で
は
削
除

さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑤ 

「
蕃
域
・
絶
域
」
規
定
は
、
唐
令
に
は
一
貫
し
て
候
丈
化
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、

こ
れ
ら
は
天
下
理
念
構
造
と
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
程
糧
の



規
定
で
あ
っ
て
、
聖
暦
三
年
救
が
格
と
し
て

「
白
氏
六
帖
事
類
集
』
に
受
け
継
が
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

の
ご
と
く
で
あ
る
。
な
お
、
小
論
で
取
り
上
げ
た
諸
規
定
の
継
承
を
表
示
す
れ
ば
、
表
ー
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
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-
言
回(

1
)
石
見
清
裕
「
唐
の
内
附
異
民
族
封
象
規
定
を
め
ぐ
っ
て
」
(
堀
敏

一
先
生
古
稀
記
念
『
中
国
古
代
の
凶
家
と
民
衆
』
、
汲
古
書
院
、
一

九
九
五
年
、
石
見
『
唐
の
北
方
問
題
と
園
際
秩
序
」
、
汲
古
書
院
、

一
九
九
八
年
、
再
録
)

0

(
2
)
仁
井
田
陸
著
、
池
田
淵
編
集
代
表
『
唐
令
拾
遺
補
|
|
附
唐
円
雨

令
封
照
一
覧
』
(
東
京
大
皐
出
版
舎
、
一
九
九
七
年
)

0

(
3
)

戴
建
園
「
天
一
関
蔵
明
紗
本
『
官
品
令
』
考
」
(
『
照
史
研
究
』
一

九
九
九
|
一
二
)
、
同
「
天
一
悶
城
『
天
堂
令
・
賦
役
令
』
初
探
(
上
)

(
ド
)
」
(
『
文
史
』
二

0
0
0

四
、
二

O
O
一
会
)

0

(
4
)
天
一
閤
博
物
館
・
中
園
枇
舎
科
学
院
一
昨
史
研
究
所
天
聖
令
整
碑
謀

題
組
『
天
一
閑
寂
明
紗
本
天
聖
令
校
誼
|
|
附
唐
令
復
原
研
究

|
|
』
(
中
華
書
局
、
二

O
O
六
年
)
。
天
聖
令
の
愛
見
経
緯
や
中

園
・
蓋
湾
・
日
本
に
お
け
る
研
究
朕
況
な
ど
に
つ
い
て
は
、
岡
野
誠

「
北
宋
の
天
聖
令
に
つ
い
て
ー
ー
そ
の
愛
見
・
刊
行
・
研
究
朕
況

|
|
」
(
『
歴
史
と
地
理
』
六
一
四
〔
世
界
史
の
研
究
〕
一
一
一
五
、
二

O
O
八
年
)
参
照
。

(
5
)

最
近
、
慮
向
前
・
熊
偉
雨
氏
は
、
田
令
候
文
の
分
析
か
ら
、
天
聖

令
・
不
行
唐
令
は
開
元
二
十
五
年
令
で
は
な
く
唐
・
建
中
年
間
の
令

で
あ
る
可
能
性
を
述
べ
、
そ
れ
に
釘
し
て
戴
建
園
氏
は
、
唐
後
中
十
期

に
詔
救
護
布
に
よ
っ
て
令
文
追
補
は
行
わ
れ
た
が
、
基
本
的
に
不
行

唐
令
は
開
元
二
十
五
年
令
を
卜
敷
き
に
し
て
い
る
黙
を
再
確
認
し
て

い
る
。
慮
・
熊
「
『
天
聖
令
』
所
附
『
唐
令
』
矯
建
中
令
静
」
(
『
凶

皐
研
究
』
一
二
一
、
二

O
O
八
年
)
、
戴
「
『
天
聖
令
』
所
附
唐
令
潟
開

元
二
十
五
年
令
考
」
(
『
唐
研
究
』
一
四
、
二

0
0
八
年
)

0

(
6
)

そ
の
一
端
は
、
大
津
透
編
『
日
唐
律
令
比
較
研
究
の
新
段
階
』

(
山
川
山
版
壮
、
二

0
0
八
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
7
)

坂
上
康
俊
「
『
令
集
解
』
に
引
用
さ
れ
た
唐
の
令
に
つ
い
て
」

(
『
九
州
史
皐
』
八
五
、
一
九
八
六
年
)
、
『
唐
令
拾
遺
補
』
七
七
四

頁。

(
8
)

「
唐
令
拾
遺
補
』
七
七
四
頁
。

(
9
)

『
大
谷
文
書
集
成
」
萱
(
法
裁
館
、
一
九
八
四
年
)
、
国
版
九
六
。

こ
こ
で
不
し
た
訓
議
案
は
、
本
文
書
を
牒
が
下
達
し
た
牒
式
文
書
と

見
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
第
四
行
に
「
故
に
牒
す
」
を
補
っ

た
。
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
の
行
政
文
書
書
式
に
つ
い
て
は
、
赤
木
崇
敏

「
唐
代
前
半
期
の
地
方
文
書
行
政
|
|
ト
ウ
ル
フ
ァ
ン
文
書
の
検
討

を
通
じ
て
|
|
」
(
『
史
皐
雑
誌
』
一
一
七
一
一
、
二

O
O
八
年
)
、

特
に
固
3
の

(
3
)
(
4
)
、
お
よ
び
七
八
頁
参
照
。

(
日
)
『
吐
魯
番
出
十
文
書
』
六
(
文
物
山
山
版
枇
、
一
九
八
五
年
)
一
一

五
頁
、
『
唐
令
拾
遺
補
』
七
七
四
!
七
七
五
頁
。

(
日
)
出
中
史
生
「
律
令
制
下
に
お
け
る
『
婦
化
人
』
と
『
復
』
」
(
初
出

一
九
九
五
年
、
同
氏
「
日
本
古
代
図
家
の
民
族
支
配
と
渡
来
人
』
、

校
倉
書
房
、
一
九
九
七
年
、
再
録
)
。
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(
ロ
)
天
聖
令
・
醤
疾
令
の
不
行
唐
令
第
十
七
候
に
「
諸
州
馨
惇
(
博
)

士
、
助
教
、
於
所
管
戸
内
及
停
家
職
資
内
、
取
墜
術
優
長
者
潟
之
。

(
軍
内
者
の
令
出
軍
0
)

若
管
内
無
人
、
次
比
近
州
有
庭
粂
取
。
皆

州
司
試
練
、
知
其
必
堪
、
然
後
詮
補
、
補
詑
申
省
。
其
胤
ナ
生
取
人
、

依
太
殴
酋
署
。
若
州
在
遼
遠
及
比
呂
夷
狭
之
慮
、
無
人
楳
習
業
者
、
不
在

置
限
」
と
あ
り
、
「
夷
擦
」
が
見
え
る
。
こ
の
夷
僚
も
、
「
州
在
透

遠
」
と
併
稽
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
園
1
に
分
布
す
る
種
族
を
指

す
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
候
文
の
「
夷
猿
」
に
つ
い
て
は
、
二

O
O
七

年
度
「
東
洋
史
研
究
合
大
舎
」
に
お
い
て
岡
野
誠
氏
(
明
治
大
撃
)

よ
り
ご
質
問
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
針
悔
す

る
養
老
警
疾
令
第
一
候
は
「
墜
博
士
、
取
殴
盲
人
内
法
術
優
長
者
潟
之
。

按
摩
・
川
ん
禁
博
士
、
亦
准
此
」
で
あ
り
、
「
夷
猿
」
関
連
規
定
は
採

っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
北
京
問
書
館
(
中
園
図
家
園
書
館
)
善
本
部

寂
、
敦
慢
出
馬
経
岡
山
字
六
九
競
「
戸
部
格
時
四
巻
」
、
第
三
五
!
四
三
行

「
開
一
万
二

O
年
救
」
に
、

圃
、
如
開
嶺
南
首
圃
円

U

史
上
佐
及
円

多
因
官
置
荘
、
抑
買
百
姓
出
園
、
招
誘
円

稀
日
疋
子
弟
、
以
矯
遁
薮
。
夷
猿
戸
等
、
不
勝
門

U
断
。
の
委
抜
察
使
及
経
略
使
、
捉
円

〕
口
庄
園
並
牧
入
、
官
給
貧
弱
下
円
(
以
下
、
引
用

略
)

と
あ
り
、
嶺
南
這
「
置
荘
禁
断
」
赦
に
夷
猿
戸
救
済
措
置
が
見
え
る
。

池
同
調
「
唐
朝
開
元
後
期
土
地
政
策
の
一
考
察
」
(
堀
敏
一
先
生
古

稀
記
念
『
中
園
士
円
代
の
園
家
と
民
衆
』
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
五
年
)
、

吋

Jヘ
山
田
山
田
DFO叫

O
H
r
o〔

H
P
Jヘ
ロ
c
r
r
Jヘ
問
。
mmHEld司
P
γ
向
。
片
山
口
D

d
-
F
E
L
P
叶

ω
o
D
ロ
己
主
叫
叫

J
N
h
s
b
s
z
h
S
N礼
叫

JNhqお
お
り
。
言
語
S
F

h
S
2
3
5
h
~円
。
円
刊
と
き
丸
岡
E
き
さ
内
回
ロ
さ
ミ
匂
ど
も
も
守
き
S
F
Eト

日
〕
]
以
仏
印
叫
叶

D可
C
切
戸
ロ
昨
夕
叶
口
]
州
司

ouNCCH

(

日

)

叶

m
z
g
H
O
J
ヘ
E
E
E
C
H
o
u
Oロ

Hr
。
門
戸
三
共
c
s
c
-同
日
ロ
ロ
リ
叫

JNhwN

b
s
w
N
h
b
p九
叶
N
h
w
H
S
U
R
N
h号
室
内
hu

。ss
d
s
h
h
R
E
N
S礼
町
内
言
。
ー

ヨ
R
H出
NhN。ミ

h
ト

ぬ

と

叫

J
2
H
h
E
h
N凶
ト
叶

O可
O
切
戸

HHrロ
リ
叶

oru、ロリ

]{匂∞。

(
U
)

「周主
H

』
巻
六
、
武
帝
紀
下
、
建
徳
四
年
(
五
七
五
)
六
月
僚
に

は
、
北
周
が
新
た
に
支
配
下
に
入
れ
た
害
北
斉
領
の
地
域
に
封
し
て

復
三
年
を
給
す
る
詔
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
新
附
の
戸
に
封
す

る
「
給
復
三
年
」
の
理
念
は
北
周
代
か
ら
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ

る。

(
日
)
水
本
浩
典
「
『
令
集
解
』
諸
本
の
系
統
的
研
究
」
(
同
氏
『
律
令
注

務
室
田
の
系
統
的
研
究
』
、
塙
書
房
、
一
九
九
一
年
‘
所
収
)
参
照
。

諸
本
の
う
ち
、
出
中
本
は
『
岡
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
貴
重
典
籍
叢

書
』
歴
史
篇
第
六
巻
、
参
照
。
ま
た
、
鷹
司
本
・
東
山
御
文
庫
本
の

官
雨
量
(
版
入
手
に
あ
た
っ
て
は
、
宮
内
藤
書
陵
部
編
修
謀
、
高
田
義
人

氏
の
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。

(
日
)
石
母
田
正
「
天
皇
と
『
諸
蕃
』
|
|
大
震
令
制
定
の
意
義
に
閥
連

し
て
|
|
」
(
初
出
一
九
六
三
年
、
『
石
母
出
正
著
作
集
』
四
、
岩
波

書
庖
、
一
九
八
九
年
、
再
録
)

0

(
口
)
石
上
英
一
「
占
代
東
ア
ジ
ア
地
域
と
日
本
」
(
朝
尾
直
弘
編
『
日

本
の
祉
舎
史
」
一
、
岩
波
書
庖
、
一
九
八
七
年
)

0

(
凶
)
今
泉
隆
雄
「
律
令
に
お
け
る
化
外
人
・
外
蕃
人
と
夷
秋
」
(
羽
下

徳
彦
編
『
中
世
の
政
治
と
宗
数
』
、
古
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
)

0
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(
印
)
田
中
史
生
、
前
掲
論
文
、
同
「
蝦
夷
と
『
蹄
化
」
」
(
前
掲
書
所

牧
)

0

(
山
山
)
伊
藤
循
「
古
代
王
椎
と
異
民
族
」
(
『
一
昨
史
学
研
究
』
六
六
五
、
一

九
九
四
年
)
。

(
幻
)
武
一
蹟
亮
平
「
八
世
紀
の
『
蝦
夷
』
認
識
と
そ
の
愛
遷
」
(
『
図
立
歴

史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
八
四
、
二

0
0
0年)。

(
幻
)
熊
田
亮
介
「
蝦
秋
と
北
の
城
柵
」
(
小
林
昌
二
編
『
越
と
古
代
の

北
陸
』
、
名
著
出
版
、
一
九
九
六
年
)

0

(
幻
)
大
町
健
「
束
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
律
令
園
家
」
(
日
本
史
講
座

二
『
律
令
国
家
の
展
開
』
、
東
京
大
向
晶
子
出
版
舎
、
二

O
O
四
年
)

0

(μ)
河
内
春
人
「
日
本
古
代
に
お
け
る
躍
的
秩
序
の
成
立
|
|
華
夷
秩

序
の
構
造
と
方
位
認
識
|
|
」
(
「
明
治
大
皐
人
文
科
同
学
研
究
所
紀

要
』
四
三
、
一
九
九
七
年
)

0

(
お
)
田
中
聴
「
夷
人
論
|
|
律
令
園
家
形
成
期
の
自
他
認
識
|
|
」

(
『
日
本
史
研
究
』
四
七
五
、
二

O
O
二
年
)

0

(
お
)
今
泉
、
前
掲
論
文
、
一
六
七
頁
。

(
幻
)
熊
出
、
前
掲
論
文
、
一
九
四
頁
。

(
お
)
た
と
え
ば
、
熊
出
、
前
掲
論
文
、
一
九
三
頁
、
一
九
七
頁
。

(
m
U
)

船
越
泰
次
「
北
朝
・
陪
・
唐
代
の
戸
等
制
を
め
ぐ
っ
て
」
(
唐
代

史
研
究
舎
編
『
中
園
律
令
制
の
展
開
と
そ
の
園
家
・
利
舎
と
の
閥
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係
』
、
万
水
書
房
、
一
九
八
四
年
)

0

(
鈎
)
熊
出
亮
介
氏
は
、
「
夷
猿
雑
類
」
と
把
握
さ
れ
る
の
は
、
同
じ
附

貫
の
針
象
で
あ
っ
て
も
、
投
化
・
招
慰
に
よ
っ
て
百
姓
化
す
る
四
夷

と
は
別
個
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
不
す
の
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
(
熊
田
、
前
掲
論
文
、
一
九
五
頁
)
o

外
蕃
人
の
投
化
者

の
場
合
は
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
が
、
招
慰
附
貫
者
は
「
夷
後
雑

類
」
に
合
ま
れ
る
と
思
う
。
な
お
、
軽
税
州
に
つ
い
て
は
、
李
錦
繍

「
唐
前
期
長
官
税
w

制
度
初
探
」
(
『
中
凶
枇
合
経
済
史
研
究
』
一
九

九
三
一
、
同
氏
『
唐
代
財
政
史
稿
』
上
巻
、
第
二
編
第
一
じ
草
「
六
、

到
少
数
民
族
地
直
的
特
殊
税
制
|
|
軽
税
」
、
北
京
大
島
ナ
山
山
版
祉
、

一
九
九
五
年
、
再
録
)
、
『
唐
令
拾
遺
補
」
七
六
八
百
九
、
参
照
。

(
況
)
仁
井
同
陸
「
中
園
法
制
史
研
究
|
|
法
と
慣
脅
・
法
と
這
徳
』

(
東
京
大
皐
出
版
合
、
一
九
六
四
年
、
増
補
一
九
八

O
年
)
第
一
部

第
一
章
「
束
ア
ジ
ア
諸
園
の
固
有
法
と
縫
授
法
」
、
金
子
修
一
「
唐

代
冊
封
制
一
斑
|
|
周
透
諸
民
族
に
お
け
る
『
王
」
披
と
『
園
王
』

披
|
|
」
(
初
出
一
九
八
四
年
、
同
氏
『
陪
唐
の
園
際
秩
序
と
東
ア

ジ
ア
』
、
名
著
刊
行
舎
、
二

O
O
一
年
、
再
録
)
、
堀
敏
一
『
中
園
と

古
代
東
ア
ジ
ア
世
界
』
(
告
波
書
庖
、
一
九
九
三
年
)
二
四
三

1
二

四
九
頁
、
石
見
清
裕
「
唐
代
の
園
家
と
『
異
民
族
」
」
(
『
際
史
皐
研

究
』
六
九
O
、
一
九
九
六
年
)
等
。

33 



A RE-EXAMINATION OF THE REGULATION OF SUBJECT

PEOPLE DURING THE TANG DYNASTY, BASED ON

THE TIENGSHENG-LING CODE OF KAIYUAN 25

IWAMI Kiyohiro

In 1995 I analyzed the Fuyi-ling ~~q~~ , the Tang dynasty tax codes for alien

peoples who had been subjects of the empire. This was in order to understand the

character of the Tang dynasty as a multi-ethnic state.

The three articles of the regulations that I examined at that time were 1) the

regulation exempting naturalized subjects from paying taxes for ten years; 2) the

regulation exempting the Yidi ~~k from paying taxes for three years; and 3) the

regulation on paying taxes in silver currency or sheep. However, with the publica

tion of the newly discovered Tiansheng-ling 7(~~ in 2006, it became possible to

view the original text of the laws promulgated in the 25th year of the Kaiyuan

reign. It thus became necessary to revise my analysis.

The first and second regulations are combined in a single article of the

Tiansheng-ling, and the word Yilao ~ j]t is used instead of Yidi. The Yilao were

people who inhabited areas of southern or southwestern China. The second reg

ulation was created when they were incorporated into the territory of the empire.

Therefore, the concept Yidi does not appear in the legal code. As regards ancient

Japanese administrative law, which was influenced by the Tang codes, the term

Yidi has been thought to refer to people in an intermediate state (neither Japanese

nor foreign) and this interpretation must now also be revised.

The third regulation does not appear in the Tiansheng-ling, which was prom

ulgated in Kaiyuan 25. However, since this article indisputably existed in the Tang

legal system prior to this point, it is clear that it was eliminated from the code of

Kaiyuan 25. As other special regulations concerning taxes were also removed, it

can be surmised that the tax code was simplified in the code of Kaiyuan 25.

Moreover, it has been thought that during the Tang, foreign lands were di

vided into fanyu 1f:t~, those territories closest to China, and jueyu *@:t~, the out

er limits of the earth. However, it is clear that these conceptions were not stipu

lated in the administrative law of the Tang, and thus these principles of classifica

tion did not exist in Tang times.

In conclusion, the Tang dynasty's method of ruling alien peoples changed over

time and according to the period, and these changes can be understood as the

process of the maturing of the Tang state.
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